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第１章 計画策定にあたって 
  

１－１ 計画策定の背景 

春日井市では、「春日井市耐震改修促進計画」（以下「本計画」という。）を 2008年（平成 20年）

３月に策定、2013 年（平成 25 年）３月に改定し、住宅及び建築物の耐震化の促進に取り組んできま

した。 

これまでの地震災害を振り返ると、阪神・淡路大震災（1995 年（平成７年）１月）では、6,434 人

の尊い命が奪われました。このうち地震による直接的な死者数は 5,502 人であり、さらにこの約９割

の 4,831 人が住宅・建築物の倒壊等によるものでした。また、倒壊した住宅等から出火・延焼し、さ

らに多くの住宅・建築物に被害を拡大させるとともに、倒壊した住宅や建築物が道路を塞ぐことによ

り、スムーズな消火・救援・避難活動を妨げ、一層の被害の増大をもたらしました。 

その他、新潟県中越地震（2004年（平成 16年）10月）、福岡県西方沖地震（2005年（平成 17年）

３月）、能登半島地震（2007 年（平成 19年）３月）、新潟県中越沖地震（2007 年７月）、熊本地震

（2016 年（平成 28 年）４月）、大阪府北部地震（2018 年（平成 30 年）６月）、北海道胆振東部地

震（2018 年９月）など大地震が頻発しており、我が国において、大地震はいつどこで発生してもおか

しくない状況にあります。 

特に、南海トラフ地震をはじめ、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都圏直下地震について

は、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されていま

す。春日井市も「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されており、大規模地震により著しい災

害が生ずるおそれがある地域となっています。 

さらには、東日本大震災（2011 年（平成 23 年）３月）では、それ以前に予測していなかった複数

のプレートによる連動地震が発生し、多くの死者、住家被害等をもたらしました。なお、中央防災会

議では、東日本大震災の教訓を踏まえ、南海トラフ地震やその連動型地震における防災対策が 2019

年（令和元年）「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」等により見直されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ地震の想定震源断層域 

出典：2017 年（平成 29年）9 月「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応のあり方について（報告）」 
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このように大規模地震の発生が危惧され、速やかな地震防災対策の推進が望まれますが、地震によ

る死者や経済被害を減らす対策としては、住宅や建築物を耐震化し、倒壊等の被害を防止することが

重要です。 

そのためには、耐震性を的確に把握するとともに必要に応じて耐震改修等を行い、耐震化を進める

必要があります。住宅・建築物の耐震化については、東海・東南海・南海地震に関する地震防災戦略

（2005 年３月）において、死者数及び経済被害額を被害想定から半減させるという目標の達成のため

の最も重要な課題とされ、緊急かつ最優先に取り組むべきものとされました。また、中央防災会議で

決定された建築物の耐震化緊急対策方針（2005 年９月）においては、全国的に取り組むべき「社会全

体の国家的な緊急課題」として位置づけられました。特に切迫性の高い地震については発生までの時

間が限られていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震化を実施することが求められています。 

このような背景のもと、計画的な耐震化の推進、建築物に対する指導の強化及び耐震化に係る支援

措置の拡充を行い、建築物の耐震改修を緊急に促進するため、2005 年 11 月に「建築物の耐震改修の

促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）が改正され、各地方公共団体においては、

計画的な耐震化を進めるため「耐震改修促進計画」を策定することとなりました。愛知県では 2006

年度（平成 18年度）に「愛知県建築物耐震改修促進計画（あいち建築耐震プラン 2015）」、2011年

度に「愛知県建築物耐震改修促進計画（あいち建築減災プラン 2020）」を策定し、2013年 11月に改

正耐震改修促進法が施行されたことを踏まえ、2014 年（平成 26 年）３月に計画の一部が改定されて

います。今般、現状の問題点を踏まえて更なる耐震化の取組を進める必要があることから、2021年（令

和３年）３月に「愛知県建築物耐震改修促進計画（あいち建築減災プラン 2030）」（以下「県計画」

という。）が新たに策定されました。県内の各市町村については、この県計画に基づき当該市町村の

実情に応じた耐震改修促進計画を策定することとなっています。 

これらのことから、春日井市においては、2013年３月に改定した内容について、耐震化の目標の達

成状況や目標達成のために行う施策の実施状況を検証し、県計画等の内容を踏まえて計画の改定を行

います。 
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１－２ 計画の位置づけ 

本計画は、「県計画」、「第六次春日井市総合計画」、「春日井市地域強靭化計画」、「春日井市

都市計画マスタープラン」、「春日井市地域防災計画」を上位計画とし、耐震改修促進法に基づき、

春日井市における住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための計画として策定するもので

す。 

なお、本計画は、春日井市ホームページにおいて公表します。 

 

春日井市耐震改修促進計画の位置づけ 
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春日井市都市計画 
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春日井市 
耐震改修促進計画 

 

 住宅・建築物の耐震化の現状と課題 

 住宅・建築物の耐震化・減災化の目標 

 耐震化・減災化促進の基本的な方策 

 住宅の耐震化促進 

 建築物の耐震化促進 

 住宅・建築物の減災化促進 

  

中 央 防 災 会 議 

第六次 

春日井市総合計画 

 

春日井市 

地域強靭化計画 

 

春日井市 

地域防災計画 
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１－３ 春日井市における地震被害の想定 

１．想定される地震の規模及び被害の状況 

2011年３月に発生した東日本大震災を受けて 2012年（平成 24 年）８月に中央防災会議において、

南海トラフに沿った複数のプレートが連動して発生する南海トラフ地震の被害想定が発表されまし

た。 

それに伴い、2014年５月の愛知県防災会議では、東日本大震災を教訓として、これまでの地震被害

予測調査を最新の知見に基づいて見直し、愛知県域に与える影響や発生確率、被害規模から対策を講

ずべき対象地震として南海トラフ地震を想定した「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予

測調査結果」を公表しています。 

その被害想定によると、地震の規模はマグニチュード 9 クラスとされています。震度については、

「陸側ケース（東海地方の被害が最も大きいケース）」の場合、北部を除いて愛知県全域的に震度 6

以上、震源に近い沿岸部を中心として震度 7も想定されています。 

春日井市においては、市域東部の大半が震度５強から５弱、西部は震度６弱の揺れになることが想

定されています。 

南海トラフ地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：2020 年（令和２年）「春日井市地震防災マップ」 
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 出典：2020 年（令和２年）「春日井市地震防災マップ」 

 

 

－ 5 

 

また、春日井市内には、現在のところ活断層は確認されていませんが、日本の内陸部では、いつ、

どこで地震が起こっても不思議ではないと言われていることから、万が一を想定し、市内の直下で地

震が発生した場合の震度想定を行っています。 

その震度想定によると、春日井市の地震の規模はマグニチュード 6.9とされ、市域東部が震度６弱

から５強、西部は震度６強から６弱の揺れになることが想定されています。 

 

春日井市直下の地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2020 年（令和２年）「春日井市地震防災マップ」 
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春日井市での人的被害や建物の被害については、直下型の地震よりも発生の可能性が高い南海トラ

フ地震の場合において、建物倒壊等や火災による死者数約 30 人、揺れ・液状化・火災による建物被

害は約 820棟と予想されています。 

 

南海トラフ地震被害予測 

項  目 南海トラフ地震 

液状化の可能性 

〔過去地震最大モデル〕 

大 1.1％ 

中 2.2％ 

小 3.2％ 

なし 18.3％ 

対象層なし 3.2％ 

計算対象外 72.0％ 

建物被害 

〔理論上最大想定モデル〕 
全壊・焼失棟数 

揺れ 約 300 棟 

液状化 約 20 棟 

火災 約 500 棟 

人的被害 

〔理論上最大想定モデル〕 
死者数 

建物倒壊等 約 10 人 

火災 約 20 人 

避難所生活者数 

〔過去地震最大モデル〕 

１日後 約 1,600 人 

１週間後 約 15,000 人 

１か月後 約 1,600 人 

※過去地震最大モデル…南海トラフで繰り返し発生している地震・津波のうち、発生したことが明らか
で規模の大きいもの（宝永地震・安政東海地震・安政南海地震・昭和東南海地
震・昭和南海地震の５地震）を重ね合わせたモデル 

※理論上最大想定モデル…南海トラフで発生するおそれのある地震・津波のうち、千年に一度、あるいは
それよりもっと発生頻度が低いもので、「命を守る」という観点で想定外をな
くすことを念頭に地震対策を講じることが不可欠であることから、あらゆる可
能性を考慮して想定した最大クラスの地震モデル 

出典：2014 年（平成 26年）５月「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果」 
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くすことを念頭に地震対策を講じることが不可欠であることから、あらゆる可
能性を考慮して想定した最大クラスの地震モデル 

出典：2014 年（平成 26年）５月「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果」 
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第２章 計画の基本的事項 
 

本計画は、住宅・建築物の耐震化・減災化の実施に関する目標を定め、耐震化・減災化に取り組む

ことにより、春日井市における、地震による住宅・建築物の被害及びこれに起因する人命や財産の損

失を低減するために策定します。 

国が定めた建築物の耐震化を図るための基本的な方針（平成 18 年１月 25 日国土交通省告示第 184

号※１。以下「国の基本方針」という。）では、住宅の耐震化率※２及び多数の者が利用する建築物の

耐震化率を 2020 年（令和２年）までに 95％にすることとされています。 

そのため、2012年３月に策定された「愛知県建築物耐震改修促進計画（あいち建築減災プラン 2020）」

では、国の基本方針との整合を図り、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を

2020 年度までに 95％にすることを目標とし、2013 年３月に改定された本計画も同様の目標としてい

ました。 

しかし、2020 年５月の「住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会※３」

において、住宅の耐震化率の目標達成が困難な状況等を踏まえ、新たな目標設定が示されました。こ

れに伴い、県計画では、住宅については、国の定める新たな目標との整合を図り、2025年度（令和７

年度）までに耐震化率を 95％、2030 年度（令和 12年度）までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消す

ること、建築物については、国と同様に耐震診断義務付け対象建築物に対象を絞り、目標が設定され

ました。 

本計画の改定においては、住宅や耐震診断義務付け対象建築物、特定既存耐震不適格建築物等の市

内の建築物について国や愛知県が示す目標の実現に向けて計画的な耐震化を促進するため、「耐震改

修促進法」に基づき、春日井市において想定される地震の規模・被害状況等並びに市内の住宅・建築

物の耐震化の現状及び課題を勘案し、具体的な目標と耐震化を促進するために取り組むべき方策を定

めます。 

また、本計画期間中に耐震化することが困難な住宅・建築物に対する減災化を促進していきます。 

※１ 平成 25 年国土交通省告示第 1055 号、平成 30 年国土交通省告示第 1381 号により改正 
※２ 耐震化率とは、住宅・建築物の総数に対する耐震性を有するものの割合 
※３ 住宅・建築物の耐震化を図る観点から、耐震化率のフォローアップのあり方について検討するため、

国土交通省が設置した専門家、有識者からなる研究会 
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２－１ 対象となる区域、計画期間、対象建築物 

１．対象区域 

本計画の対象区域は、春日井市全域とします。 

 

２．計画期間 

本計画では、2021 年度（令和３年度）から 2030 年度（令和 12 年度）までの 10 年間を計画期間と

しますが、2025 年度（令和７年度）に中間見直しを行います。 

（前計画における計画期間：2013年度（平成 25年度）から 2020 年度（令和２年度）） 

 

３．対象建築物 

本計画では、全ての住宅・建築物を対象とします。とりわけ、1981年（昭和 56年）５月 31日以前

に着工した住宅、耐震診断義務付け対象建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震化を図っていき

ます。 

区   分 内            容 

住宅 戸建て住宅、長屋、共同住宅（賃貸・分譲）を含む全ての住宅 

耐震診断

義務付け

対象建築

物 

①要緊急安全確認大規模建築物･･････････････････････････････････ 

地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模建築物で以
下に示す既存耐震不適格建築物※１ 

・不特定多数のものが利用する建築物(法※２附則第３条第１項第１号)  
・地震の際避難確保上特に配慮を要するものが主として利用する建築
物(法※２附則第３条第 1項第２号)  

・火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数
量以上のものの貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物(法※２附則
第３条第１項第３号) 

②要安全確認計画記載建築物････････････････････････････････････ 

以下に示す既存耐震不適格建築物※１ 

・県計画に耐震診断が義務付けられることが記載された災害時に公益
上必要な建築物(法※２第７条第１号)  

・県計画に記載された道路に接する通行障害既存不適格建築物※３(法※

２第７条第２号)  

P9参照 

 

 

 

 

 

 

 

P10参照 
 
 
 
 
 

特定既存

耐震不適

格建築物 

以下に示す既存耐震不適格建築物※１（要安全確認計画記載建築物を

除く）  

①多数の者が利用する建築物（法※２第 14条第１号）･･････････････ P11参照 

②危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（法※２第 14条第２
号）･･･････････････････････････････････････････････････････ P12参照 

③県計画又は本計画に記載された道路に接する通行障害建築物  
（法※２第 14条第３号）････････････････････････････････････････ P13参照 

※１ 建築基準法の耐震関係規定に適合せず、建築基準法第３条第２項（既存不適格）の適用を受けてい
る建築物 

※２ 耐震改修促進法 
※３ 地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難

を困難とするおそれのあるものとして、政令で定める建築物であって既存耐震不適格建築物であるも
の 
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【耐震診断義務付け対象建築物】 

①要緊急安全確認大規模建築物 

要緊急安全確認大規模建築物の用途及び規模は、耐震改修促進法附則に基づき、以下の用途及び

規模とされています。要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を 2015

年 12月 31日までに報告することが義務付けられています。 

 

用  途 規  模※ 

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支

援学校 
階数２以上かつ 3,000 ㎡以上 

体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数１以上かつ 5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

階数３以上かつ 5,000 ㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類する

もの 
階数２以上かつ 5,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他

これらに類するもの 

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 階数２以上かつ 1,500 ㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数３以上かつ 5,000 ㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他

これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を

営む店舗 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で

旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

（一般公共の用に供されるもの） 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 階数１以上かつ 5,000 ㎡以上

（敷地境界線から一定距離以

内に存する建築物に限る） 

※ 耐震改修促進法施行令附則第２条第１項第２号 
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②要安全確認計画記載建築物 

要安全確認計画記載建築物の種類は、耐震改修促進法に基づき、以下のとおりとされています。

要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を報告することが義務付けられ

ています。 

 

法※ 建築物の種類 

第
７
条 

第１号 
災害時に公益上必要な 

既存耐震不適格建築物 

愛知県により指定され、愛知県建築物耐震改修促進計画に耐

震診断が義務付けられることが記載された病院、官公署その

他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保す

ることが公益上必要な既存耐震不適格建築物（法※第５条第

３項第１号） 

第２号 

通行障害既存耐震 

不適格建築物 

愛知県により指定され、県計画に耐震診断が義務付けられる

ことが記載された道路に接する既存耐震不適格建築物（耐震

不明建築物であるものに限る。）（法※第５条第３項第２号） 

第３号 

春日井市により指定され、本計画に耐震診断が義務付けられ

ることが記載された道路に接する既存耐震不適格建築物（耐

震不明建築物であるものに限り、第２号に掲げる建築物であ

るものを除く。）（法※第６条第３項第１号） 

※耐震改修促進法 

 

なお、春日井市内においては、耐震改修促進法第７条第１号及び第３号に該当する建築物並びに

耐震改修促進法第７条第２号に該当する組積造の塀は、2021 年３月時点でありません。 
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②要安全確認計画記載建築物 
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なお、春日井市内においては、耐震改修促進法第７条第１号及び第３号に該当する建築物並びに
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【特定既存耐震不適格建築物】 

①多数の者が利用する建築物 

多数の者が利用する建築物の用途及び規模は、耐震改修促進法に基づき、以下の用途及び規模とさ

れています。 

 

 

法 

政令 

第６条第２項 
用    途 規   模 

第
14
条
第
１
号 

第１号 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 階数２以上かつ 500 ㎡以上 

第２号 

小学校等 
小学校、中学校、義務教育学校、中等

教育学校の前期課程、特別支援学校 

階数２以上かつ 1,000 ㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む） 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他こ

れらに類するもの 
階数２以上かつ 1,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉セ

ンターその他これらに類するもの 

第３号 

学校（幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校等を

除く） 

階数３以上かつ 1,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類

する運動施設 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

賃貸住宅 （共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 

事務所 

博物館、美術館、図書館 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンス

ホールその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類する

サービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築

物を除く） 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構

成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供する

もの 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐

車のための施設（一般公共の用に供されるもの） 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建

築物 

第４号 体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数１以上かつ 1,000 ㎡以上 

※１ 耐震改修促進法  
※２ 賃貸住宅は「住宅」としても対象建築物に位置づけています。

※１ 

※２ 
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②危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の危険物の種類及び数量は、耐震改修促進法に

基づき、以下のとおりとされています。 

 

法 

政令 

第７条第２項 
危 険 物 の 種 類 数   量 

第
14
条
第
２
号 

第１号 火薬類 

火薬 10 トン以上 

爆薬 ５トン以上 

工業雷管若しくは電気雷管又

は信号雷管 
50 万個以上 

銃用雷管 500 万個以上 

実包若しくは空包、信管若しく

は火管又は電気導火線 
５万個以上 

導爆線又は導火線 500 キロメートル以上 

信号炎管若しくは信号火箭又

は煙火 
２トン以上 

その他火薬又は爆薬を使用し

た火工品 

当該火工品の原料となる火薬又は爆

薬の区分に応じ、それぞれ火薬・爆薬

に定める数量以上 

第２号 

石油類 危険物の規制に関する政令別表第３

の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲

げる品名及び性質の欄に掲げる性状

に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄

に定める数量の 10 倍の数量以上 

消防法第２条第７項に規定する危険物（石

油類を除く） 

第３号 
危険物の規制に関する政令別表第４備考

第６号に規定する可燃性固体類 
30 トン以上 

第４号 
危険物の規制に関する政令別表第４備考

第８号に規定する可燃性液体類 
20 立方メートル以上 

第５号 マッチ 300 マッチトン※２以上 

第６号 
可燃性ガス 

（第７号、第８号に掲げるものを除く） 
２万立方メートル以上 

第７号 圧縮ガス 20 万立方メートル以上 

第８号 液化ガス 2,000 トン以上 

第９号 
毒物及び劇物取締法第２条第１項に規定

する毒物（液体又は気体のものに限る） 
20 トン以上 

第 10 号 
毒物及び劇物取締法第２条第２項に規定

する劇物（液体又は気体のものに限る） 
200 トン以上 

※１ 耐震改修促進法 
※２ マッチトンはマッチの計量単位。１マッチトンは、並型マッチ（56×36×17 ㎜）で、7,200 個、約

120 ㎏ 

 

※１ 
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②危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の危険物の種類及び数量は、耐震改修促進法に

基づき、以下のとおりとされています。 

 

法 

政令 

第７条第２項 
危 険 物 の 種 類 数   量 

第
14
条
第
２
号 

第１号 火薬類 

火薬 10 トン以上 

爆薬 ５トン以上 

工業雷管若しくは電気雷管又

は信号雷管 
50 万個以上 

銃用雷管 500 万個以上 

実包若しくは空包、信管若しく

は火管又は電気導火線 
５万個以上 

導爆線又は導火線 500 キロメートル以上 

信号炎管若しくは信号火箭又

は煙火 
２トン以上 

その他火薬又は爆薬を使用し

た火工品 

当該火工品の原料となる火薬又は爆

薬の区分に応じ、それぞれ火薬・爆薬

に定める数量以上 

第２号 

石油類 危険物の規制に関する政令別表第３

の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲

げる品名及び性質の欄に掲げる性状

に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄

に定める数量の 10 倍の数量以上 

消防法第２条第７項に規定する危険物（石

油類を除く） 

第３号 
危険物の規制に関する政令別表第４備考

第６号に規定する可燃性固体類 
30 トン以上 

第４号 
危険物の規制に関する政令別表第４備考

第８号に規定する可燃性液体類 
20 立方メートル以上 

第５号 マッチ 300 マッチトン※２以上 

第６号 
可燃性ガス 

（第７号、第８号に掲げるものを除く） 
２万立方メートル以上 

第７号 圧縮ガス 20 万立方メートル以上 

第８号 液化ガス 2,000 トン以上 

第９号 
毒物及び劇物取締法第２条第１項に規定

する毒物（液体又は気体のものに限る） 
20 トン以上 

第 10 号 
毒物及び劇物取締法第２条第２項に規定

する劇物（液体又は気体のものに限る） 
200 トン以上 

※１ 耐震改修促進法 
※２ マッチトンはマッチの計量単位。１マッチトンは、並型マッチ（56×36×17 ㎜）で、7,200 個、約

120 ㎏ 

 

※１ 
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③通行障害建築物 

通行障害建築物は、「地震発生時に通行を確保すべき道路」沿道の建築物で、そのいずれかの部

分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、当該前面道路の幅員に応じて定め

られる距離（前面道路幅員が 12ｍを超える場合は幅員の 1/2、前面道路幅員が 12ｍ以下の場合は

６ｍ）を加えたものを超える建築物とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ホームページ 

■地震発生時に通行を確保すべき道路 

● 県指定緊急輸送道路（耐震改修促進法第５条第３項第２号及び第３号の規定に基づき定める道路） 

大規模な地震が発生した場合に、避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等広範な

応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に設

定される道路で、愛知県地域防災計画に記載された第１次、第２次緊急輸送道路とします。 

● 市指定緊急輸送道路等（耐震改修促進法第６条第３項第２号の規定に基づき定める道路） 

第１次、第２次緊急輸送道路と防災拠点等を連絡し、地区内の緊急輸送を担うことを目的に

設定される道路で「春日井市地域防災計画」に記載された第３次緊急輸送道路とします。 

 

道路幅員 12ｍを超える場合 

前面道路幅員が 12ｍを超える

場合は、幅員の 1/2 とします。 

道路幅員 12ｍ以下の場合 

前面道路の幅員が 12ｍ以下の場合は、

６ｍとします。 
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出川小学校 

北城小学校 

勤労福祉会館 

落合公園 

東野小学校 

西山小学校 

松原小学校 

丸田小学校 

春日井市消防署 総合福祉ｾﾝﾀｰ 
福祉作業所 

篠木小学校 

篠原小学校 
篠木公園 

神領小学校 

八幡小学校 

春日井市役所 

総合保健医療ｾﾝﾀｰ 

柏原小学校 

朝宮公園 

鷹来小学校 

鷹来公民館 

総合体育館 

春日井市民病院 

大手小学校 

前高ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

 

西尾小学校 

東海記念病院 

坂下公民館 

少年自然の家 

青年の家 

春日井市少年自然の家多目的広場 

東高森台小学校 

高森山公園 

高森台小学校 

石尾台小学校 

押沢台小学校 
中央台小学校 

東部市民ｾﾝﾀｰ 

保健ｾﾝﾀｰ 

ｸﾞﾙｯﾎﾟふじとう 

旧西藤山台小学校施設 

岩成台西小学校 

岩成台中学校 

岩成台小学校 

玉川小学校 

高座小学校 

高蔵寺ふれあいｾﾝﾀｰ 
消防署高蔵寺出張所 

名古屋徳洲会総合病院 

白山運動広場 

繁田公園 

不二小学校 

上条小学校 

熊野ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

鳥居松小学校 

中央公園 

西部ふれあいｾﾝﾀｰ 

春日井小学校 

松山小学校 

消防署西出張所 

味美小学校 
 

山王小学校 

味美ふれあいｾﾝﾀｰ 勝川小学校 

白山小学校 

二子山公園 

南部ふれあいｾﾝﾀｰ 
消防署南出張所 

小野小学校 

牛山小学校 

消防署北出張所 

消防署東出張所 

神屋小学校 

坂下小学校 

中部大学 

藤山台小学校 

牛山運動広場 

南城中学校 

第二希望の家 

第一希望の家 
知多公民館 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋第ニ環状自動車道 

地震発生時に通行を確保すべき道路 

１ ３ ２ 
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２－２ 住宅・建築物の耐震化の現状と課題 

１．春日井市内の住宅・建築物の耐震化の現状 

建築物の構造耐力に関しては、建築基準法及び建築基準法施行令で定められています。 

これらの法令は逐次改正されてきましたが、特に耐震性に関しては、1981年６月に大きく改正さ

れました。この基準によって建築された建築物（以下、住宅を指す場合に「新耐震住宅」という。）

は、阪神・淡路大震災等その後の大きな地震でも概ね耐震性を有するとされています。一方、この

改正の前に建築された建築物（以下「旧耐震建築物」、特に住宅を指す場合は「旧耐震住宅」とい

う。）は、阪神・淡路大震災等の地震で大きな被害を受けたものが多く、耐震性に疑問があるとさ

れています。 

 

(1) 住宅の耐震化の状況 

2020年１月時点で、春日井市内における住宅の耐震化の状況は、住宅総数 137,599戸のうち、耐

震性があると判断されるものは、123,645 戸となっており、89.9％の住宅で耐震性があると推計し

ています。2020 年度における耐震化率の目標 95％には至らなかったものの、2012 年１月時点の耐

震性のある住宅95,010戸（耐震化率84.2％）と比較すると、この８年間で耐震性のある住宅は28,635

戸増加しています。今後は、耐震性がないと判断される 13,954 戸の住宅の耐震化を促進するため、

取組を進めていく必要があります。 

 

春日井市における耐震性のある住宅の割合 

（単位：戸） 

分類 
新耐震住宅 

（耐震性あり）
① 

旧耐震住宅 耐震性のある 
住宅 
①＋② 

耐震化率 
耐震性あり② 耐震性なし 

戸建住宅 48,376 10,827 13,664 59,203 81.2％ 

共同住宅 46,805 17,637 290 64,442 99.6％ 

計 
95,181 28,464 13,954 

123,645 89.9％ 
137,599 

                                                   （2020 年１月現在）   

 

 

 

【住宅数の集計について】 

・上記戸数は、2020 年１月現在の固定資産税課税台帳を基に推計し集計しました。 

・旧耐震住宅の「耐震性あり」の推計については、2008 年（平成 20年）から 2018年（平成

30 年）の住宅・土地統計調査から得られる春日井市内の住宅の耐震化の現状数値（戸建住

宅：約 44％、共同住宅：約 98％）を利用しました。 

・2020 年５月の「住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会」の算

出方法を参考にしているため、2007 年と 2020 年では算出方法が異なります。 
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(2) 要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の状況 

春日井市における耐震改修促進法附則第３条第１項に規定する要緊急安全確認大規模建築物の現

状は、以下のとおりです。 

 

春日井市における要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の状況 

（単位：棟） 

分類 

対象建築物 

2015年 2020年 

耐震性あり 耐震性なし 耐震性あり 耐震性なし 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 0 1 0 0 

遊技場 0 1 0 1 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 0 1 0 1 

 

(3) 要安全確認計画記載建築物の耐震化の状況 

春日井市における耐震改修促進法第７条に規定する要安全確認計画記載建築物の現状は、以下の

とおりです。 

 

春日井市における要安全確認計画記載建築物の耐震化の状況 

（単位：棟） 

分類 
対象建築物 

2020年 

災害時に公益上必要な建築物 0 

通行障害既存耐震不適格建築物 12 

耐震性なし 7 

耐震性あり 3 

不明    2 

※県計画により 2019 年（平成 31 年）３月 31 日までに報告が義務付けされた建築物数 
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(2) 要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の状況 

春日井市における耐震改修促進法附則第３条第１項に規定する要緊急安全確認大規模建築物の現

状は、以下のとおりです。 

 

春日井市における要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の状況 

（単位：棟） 

分類 

対象建築物 

2015年 2020年 

耐震性あり 耐震性なし 耐震性あり 耐震性なし 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 0 1 0 0 

遊技場 0 1 0 1 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 0 1 0 1 

 

(3) 要安全確認計画記載建築物の耐震化の状況 

春日井市における耐震改修促進法第７条に規定する要安全確認計画記載建築物の現状は、以下の

とおりです。 

 

春日井市における要安全確認計画記載建築物の耐震化の状況 

（単位：棟） 

分類 
対象建築物 

2020年 

災害時に公益上必要な建築物 0 

通行障害既存耐震不適格建築物 12 

耐震性なし 7 

耐震性あり 3 

不明    2 

※県計画により 2019 年（平成 31 年）３月 31 日までに報告が義務付けされた建築物数 
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(4) 多数の者が利用する建築物の耐震化の状況 

春日井市における耐震改修促進法第 14条第１号に規定する建築物の現状は以下のとおりです。 

2020年１月時点の耐震化率は約 90％と推計しており、公共建築物については、除却することが決

まっている３棟を除き、全て耐震性を有しています。一方で、民間建築物については、耐震性がな

いと判断されているものは 88 棟あり、公共建築物と比較して耐震化が進んでおらず、2020 年度に

おける耐震化率の目標 95％には至りませんでした。今後は、民間建築物の耐震化を促進するため、

取組を進めていく必要があります。 

 

春日井市における多数の者が利用する建築物数 

                                                                    （単位：棟） 

 対象建築物（旧耐震建築物） 

2012 年 2020 年 

 耐震性あり 耐震性なし  耐震性あり 耐震性なし 

公共建築物 165 118 47 158 155 3 

 うち市有建築物 112 81 31 108 107 1 

民間建築物 322 166 156 288 200 88 

合計 487 284 203 446 351 95 

 

 

 

(5) 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の耐震化の状況 

春日井市における耐震改修促進法第 14条第２号に規定する建築物の現状は以下のとおりです。 

 

春日井市における危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物数 

                                                              （単位：棟） 

 対象建築物（旧耐震建築物） 

2012 年 2020 年 

危険物貯蔵・処理施設 18 16 
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(6) 通行障害建築物の耐震化の状況 

春日井市における耐震改修促進法第 14条第３号に規定する建築物の状況は以下のとおりです。 

 

春日井市における通行障害建築物数 

（単位：棟） 

 対象建築物（旧耐震建築物） 

2012 年 2020 年 

第１次・２次緊急輸送 

道路沿道(県指定) 
51 46 

第３次緊急輸送 

道路沿道(市指定) 
104 92 

合計 155 138 

 

 

２．現状の主な課題と解決に向けた取組の方向性 

住宅・建築物の耐震化の現状と課題を踏まえた上で、課題解決に向け、これまでの取組をさらに

強化する視点を以下に示し、具体的な方策を検討していきます。 

対象 課 題 強化する視点 

住 宅 

耐震診断や耐震改修に消極的な所有者（特に

高齢者）に対し、耐震対策の必要性について

再度意識を高める必要がある。 

耐震化が図られていないことへの危険性を認知

してもらうため、効果的な普及啓発の取組を進

める。 

耐震診断件数に対し耐震改修件数の割合が決

して高くない状況にあることから、診断から改

修へとつなぐ手法の検討をする必要がある。 

耐震化に関する有用な情報が所有者に伝わ

るような情報発信や体制づくりを進める。 

住宅を耐震改修しない主な理由の一つに「工
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(6) 通行障害建築物の耐震化の状況 
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２－３ 住宅・建築物の耐震化・減災化の目標 

１．目標設定の考え方 

「国の基本方針」及び「県計画」の定める目標を基に、以下のとおりとします。 

住宅については耐震化の目標を定めます。 

建築物については、耐震化の重要性の高い耐震診断義務付け対象建築物を対象とし、耐震化の目

標を定めます。特定既存耐震不適格建築物については、数値目標は定めませんが、今後も耐震化が

進むように、指導・助言を続けていきます。 

なお、計画期間中に耐震化することが困難な住宅・建築物に対しては、減災化の目標を定めます。 

 

２．住宅の耐震化の目標 

住宅については、2025 年度までに耐震化率を 95％とし、2030 年度までに耐震性が不十分な住宅

を概ね解消することを目標とします。 

 

住宅の目標 

 
2020 年の 

住宅件数 

2025 年の 

住宅総数（推計） 

2020 年の 

耐震化率 

耐震化率の 

目標 

耐震性を有する

住宅件数の目標 

戸建住宅 72,867 76,273 81.2％ 90.7％ 69,208 

共同住宅 64,732 67,758 99.6％ 99.8％ 67,622 

計 137,599 144,031 89.9％ 95.0％ 136,830 

 

 
2025 年までに耐震性を有する住宅件数の目標 

 
現況で耐震性を
有する住宅数 

世帯数の増加により
新築される住宅数 

建替え等により耐
震化される住宅数 

施策を要する 
住宅数 

戸建住宅 69,208 59,203 3,406 3,505 3,094 

共同住宅 67,622 64,442 3,026 41 113 

計 136,830 123,645 6,432 3,546 3,207 

 

住宅数と耐震化率の推移 

 

 

（単位：戸） 

※住宅・土地統計調査（総務省）より推計 

 

※住宅・土地統計調査（総務省）より推計 

 

（％） （戸） 
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３．耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の目標 

耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物（要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計

画記載建築物）については、当該建築物の所有者に耐震改修の必要性や市の支援策を説明、指導助

言を実施し、要緊急安全確認大規模建築物の２棟は 2025 年度までに解消、要安全確認計画記載建築

物の９棟（不明２棟含む｡）は 2025年度までに半数解消、2030 年度までに概ね解消することを目標

とします。 

 

４．住宅・建築物の減災化の目標 

  地震災害時には、住宅が倒壊せず住宅の外に出られること、怪我をせずに動けることが重要であ

るため、容易で効果的な方法により住宅倒壊による圧迫死を限りなく「ゼロ」にすることを目指し、

耐震化施策に加え、減災化施策に取り組んでいきます。 

また、建築物は、都市機能や生活の基盤となるものであり、建築物の倒壊から利用者の命だけで

なく、機能を守ることで、人々の生活も守ることができます。地震によって被災した場合でも速や

かに社会活動が復旧できるよう、減災化施策に取り組んでいきます。 

  「住宅・建築物の倒壊から人命と生活を守る」を目標とし施策に取り組みます。 
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第３章 耐震化・減災化促進の基本的な方策 
 

３－１ 耐震化・減災化に向けた役割分担 

住宅・建築物の耐震化・減災化を促進するためには、まず、住宅・建築物の所有者等が地域防災

対策を自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠です。 

国や地方公共団体は、本計画で示している耐震化・減災化目標を実現するため、こうした所有者

等の取組をできる限り支援します。また、これまで以上に迅速に耐震化・減災化を確実に実行して

いくという観点から、役割分担を図りながら、所有者等にとって耐震化・減災化を行いやすい環境

の整備や負担軽減のための制度の構築などに取り組み、耐震化・減災化の実施の阻害要因となって

いる課題を解決していくことを基本とします。 

 

国・愛知県・春日井市・所有者等の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
①愛知県建築物耐震改修促進計画の策定 
②公共建築物の耐震化の促進 
③低コスト耐震化工法の普及啓発 
④法に基づく指導等の実施 
⑤所有者等の費用負担の軽減等 
⑥相談体制の整備及び情報提供の充実 
⑦専門家・事業者の育成及び技術開発 
⑧地域における取組の推進 
⑨その他の地震時の安全対策 

・愛知県建築物地震対策推
進協議会 

・愛知建築地震災害軽減シ
ステム研究協議会 

・住宅供給公社・都市再生
機構 

・特定優良賃貸住宅等公的
賃貸住宅 

連携 

 

 ①耐震改修等の促進を図るための基本的
な方針の策定 

②公共建築物の耐震化の促進 
③所有者等の費用負担の軽減等 
④専門家・事業者の育成及び技術開発 
⑤地域における取組の推進 
⑥その他の地震時の安全対策の支援 
 

耐震改修 
支援センター等 

 

 
所有者等 

①耐震診断の実施 
②耐震改修の実施 
③減災対策の実施 

①春日井市耐震改修促進計画の策定 
②公共建築物の耐震化の促進 
③法に基づく指導等の実施 
④所有者等の費用負担の軽減等 
⑤相談体制の整備及び情報提供の充実 
⑥専門家・事業者の育成及び技術開発 
⑦地域における取組の推進 
⑧その他の地震時の安全対策 

地元組織等 

 

 

 

 

連

携 

 

 

 

 

 

連

携 

 

連携 

 

指導 

 

愛知県 
 

 

国 
 

 

 
 

 

春日井市 

連携 
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３－２ 耐震化・減災化促進体制 

１．耐震化・減災化促進の体制整備 

円滑な住宅・建築物の耐震化・減災化の促進のためには、関連する機関や団体等と連携して指導

を進めるとともに、計画の進捗状況等の情報を共有して的確に取り組むことが重要です。 

 

(1) 愛知県との連携 

 耐震改修促進のための指導等（指導・助言、指示、公表、勧告・命令）は、所管行政庁が行うこ

とと定められています。春日井市は所管行政庁として、住宅・建築物の所有者に対する指導等を行

っていきます。 

 これら指導等にあたっては、特に一部の者が複数の特定既存耐震不適格建築物を所有する場合な

どにおいて、連携した指導等を行うことが望まれる場合があります。 

 このため春日井市は、愛知県及び県内の他の所管行政庁等との連絡・協議体制のもとで連携して

指導等を進め、的確に耐震化を推進します。 

 また、住宅・建築物の減災化についても、愛知県と連携し推進します。 

 

(2) 推進協議会の取組の普及・推進 

愛知県では、「建築物の総合的な地震対策の推進を図るため、耐震診断や耐震改修等の普及・啓

発等、建築物の震前対策の推進と、地震により被災した建築物及び宅地の危険性を判定する被災建

築物応急危険度判定制度及び被災宅地危険度判定制度の適正な運用と連携を図ることにより、県民

生活の安全に資する」ことを目的として、愛知県、春日井市を含む県内全市町村及び（公社）愛知

建築士会をはじめ 11 の建築関係団体で構成される「愛知県建築物地震対策推進協議会」（以下「推

進協議会」という。）を設置しています。 

春日井市においても、推進協議会と連携しながら耐震化促進の体制の一翼として、住宅・建築物

の所有者に対する啓発・普及活動や、専門家の育成等を一層推進していきます。 

 

① パンフレット・インターネット等による情報提供 

推進協議会では、あいち耐震改修 N 倍プロジェクト※を進めており、木造住宅の無料耐震診断

の周知リーフレットや耐震化を呼びかけるパンフレットを配布するとともに、市町村補助木造住

宅耐震改修工事実施事業者一覧及びあいち耐震改修推進事業者リストの公表など住宅・建築物の

耐震化に関する情報をインターネットにより提供しています。 

春日井市では、推進協議会と連携し、さらに耐震化についての啓発・普及を図っていきます。 

※耐震改修事業者（設計者・施工者）と行政（県・市町村）が連携して、耐震改修を強力に進めてい
くため、耐震改修推進事業者の周知、耐震改修に係る技術講習の開催、耐震推進事業者を支援する
ツールの作成、あいち耐震改修ポータルサイトの運営など、耐震改修を進めるための様々な取組 
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くため、耐震改修推進事業者の周知、耐震改修に係る技術講習の開催、耐震推進事業者を支援する
ツールの作成、あいち耐震改修ポータルサイトの運営など、耐震改修を進めるための様々な取組 
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② 関連技術者等の情報提供 

推進協議会では、木造住宅の耐震化が的確に施工されるよう、「愛知県木造住宅耐震改修マニ

ュアル」を作成しており、このマニュアル等を教材として「愛知県木造住宅耐震改修設計・工事

研修会」を実施し、関連技術者等の資質の向上を図っています。 

 

２．耐震診断・耐震改修の相談窓口の充実 

春日井市では、まちづくり推進部建築指導課において、住宅・建築物の耐震化をはじめ、建築全

般について相談窓口を設置し、相談に応じています。 

また、（公社）愛知建築士会春日井支部においても、耐震対策や建物の新築、リフォームなどに

ついての相談窓口を市民相談コーナーにて開設しています。 

今後も、既存の相談窓口を通して、耐震診断・耐震改修の相談に応じるとともに、無料耐震改修

相談会などの開催や専門家の派遣等により、相談窓口を充実していきます。 

 

３．地震防災マップの作成及び配布 

市民や建築物の所有者等に地震災害に対する危険性を認識してもらい、地震防災対策を自らの問

題・地域の問題として意識できるよう、地震による危険性の程度を示す地図（地震防災マップ）を

作成し、市民に情報提供を行っています。 

地震防災マップを市民に配布することにより、自宅やその近隣の地震時の危険性に対する理解を

深めるとともに、市民の防災意識の向上を図り、耐震診断や耐震改修工事といった住宅の耐震化、

及び住宅内の家具転倒防止対策や耐震シェルターの整備といった住宅の減災化に向けた取組を促進

します。 

 

４．春日井市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの運用 

本計画に定めた住宅の耐震改修の目標達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るととも

に、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の

技術力向上、住民への周知・普及等の充実を図ることが重要であることから、2017年に「春日井市

住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定しました。 

本プログラムは、毎年度、住宅の耐震化に係る取組を位置づけ、その進捗状況を把握・評価する

とともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進するため、適切に運用して

いきます。 
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５．耐震改修計画等の認定の体制整備 

(1) 耐震改修計画の認定 

春日井市は所管行政庁として耐震改修促進法第 17条に基づく耐震改修計画の認定※を適切かつ速

やかに行う必要があります。 

春日井市では、愛知県と連携し多様な建築物についての耐震診断の審査や耐震改修計画の評定の

技術水準を確保し、耐震改修計画の迅速な認定につなげるため、建築構造専門家の協力を得て、耐

震診断の審査や耐震改修計画の認定をしていきます。 

※「耐震改修計画の認定」…建築物の耐震改修をしようとする者は、「建築物の耐震改修の促進に関す
る法律（耐震改修促進法）」第 17 条の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁
（春日井市）へ提出することができます。春日井市は、法に定められた事項を確認し、計画の認定を
行います。 

 

(2) 建築物の地震に対する安全性に係る認定 

春日井市は所管行政庁として耐震改修促進法第 22 条に基づく建築物の地震に対する安全性に係

る認定※を適切かつ速やかに行うよう努めます。 

なお、本制度の活用が任意であり、表示が付されていないことをもって、建築物が耐震性を有さ

ないこととはならないことについて、建築物の利用者等の十分な利用が得られるよう留意します。 

※「建築物の地震に対する安全性に係る認定」…建築物の所有者は、「建築物の耐震改修の促進に関す
る法律（耐震改修促進法）」第 22 条の規定に基づき、所管行政庁（春日井市）に対し、当該建築物に
ついて地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。春日井市
は、耐震関係規定又は地震に対する安全性上これに準ずるものとして国土交通省大臣が定める基準に
適合していると認めるときは、その旨の認定を行います。 

 

(3) 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 

春日井市は所管行政庁として耐震改修促進法第 25 条に基づく区分所有建築物の耐震改修の必要

性に係る認定※を適切かつ速やかに行うよう努めます。 

※「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」…耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等
は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）」第 25 条の規定に基づき、所管行政
庁（春日井市）に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請する
ことができます。春日井市は、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして、国土交通大臣
が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定を行います。 
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３－３ 地域における耐震化・減災化の取組の促進 

耐震化・減災化の促進には、住宅・建築物の個々の所有者等が自主的・積極的に取り組む必要が

ありますが、建築物の倒壊や出火、延焼などによる二次災害を防止するためには、地域が連携して

地震対策に取り組むことが大切です。このため、区・町内会・自治会や自主防災組織の活動は、耐

震化・減災化をより一層促進させることにつながることから、春日井市は積極的に地元組織活動を

育成・支援していきます。 

春日井市では、1978年（昭和 53 年）４月以来、自主防災組織づくりを進め、2020年４月１日現

在 236組織が組織され、区・町内会・自治会の 95.6％と高い組織率となっています。 

自主防災組織発足時には、消火、救出救護、情報伝達などの活動に必要な資器材として、可搬式

ポンプや担架、ハンドマイク、強力ライト、バール、のこぎり、スコップ等を地域の実情にあわせ

て貸与しています。 

自主防災組織では、独自の災害対策を策定するなど防災意識が高まっており、2012 年９月には、

「地域における市民防災マニュアル作成の手引き」を作成及び配付することにより、区・町内会・

自治会や自主防災組織への支援を行っています。さらに、地域の区・町内会などへの防災に関する

講話や、パンフレットを配布したりするなど、耐震化・減災化に対する意識の醸成に努めます。 

  

自主防災組織における防災訓練の様子 
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３－４ 重点的に耐震化を進める区域の設定 

地震発生時に大きな被害が想定される区域において、耐震化を重点的に促進していくことは、市

全域について平均的に耐震化を進めるよりも、被害軽減の上で効果が高くなります。 

そのため、春日井市においては、地震による被害がより大きくなると想定される地区を抽出し、

「重点的に耐震化を進める区域」（以下「重点区域」という。）として設定していきます。 

 

１．重点的に耐震化を進める区域の設定方法 

震度と建物全壊率との関係については、以下のような分析結果があります。 

 

計測震度と建物全壊率の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※阪神・淡路大震災など最近の地震の全壊被害実態から揺れの大きさと全壊被害の関係を表したもの 

 出典：内閣府「地震防災マップのすすめ」パンフレット 
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春日井市においては、想定震度の分布から重点区域を設定します。想定震度算出においては、以

下の２つの地震を想定します。 

①南海トラフ地震※１（Ｍ9.0） 

②全国どこでも起こりうる直下型地震※２（Ｍ6.9） 

※１「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果（平成 26 年５月）」における想定
地震規模としています。 

※２「全国どこでも起こりうる直下型地震」とは、国の中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」
において取り決められた想定地震規模としています。 
なお、一般的に地震は、活断層のある地域に起きやすいとされていますが、近年、活断層が地表
で認められない地域においても強い地震が発生していることから、発生の確率は低くても春日井
市でも起こる可能性のある地震として検討の対象としています。 

 

南海トラフ地震の震度想定（理論上最大想定モデル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0      2      4 ㎞ 
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全国どこでも起こりうる直下型地震の震度想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※震度想定は、地表から数十ｍ程度の深さまでの地盤の状況を反映して揺れ（地表の震度）の大きさ
を算定するもので、地域の揺れやすさとして、起こりうる最大震度を表示したものです。 

 

２．重点的に耐震化を進める区域と耐震化の取組方針 

想定震度から、「JR 勝川駅から JR春日井駅にかけての、主に JR中央線の沿線及び南側の既成市

街地」は、震度が相対的に大きく、地震による被害がより大きくなると想定されます。 

 

そのため、春日井市においては、 

 JR勝川駅から JR春日井駅にかけての、主に JR中央線の沿線及び南側の既成市街地  

を「重点区域」とします。 

春日井市における重点区域への耐震化の取組については、積極的に地元に働きかけを行い旧耐震

の住宅・建築物の所有者が耐震化を進められるよう、市職員等を派遣しアドバイスを行っていきま

す。 

特に、住宅の耐震化を緊急的に促進するために「春日井市住宅耐震化緊急促進アクションプログ

ラム」を策定しています。その対象区域として、重点区域内で、特に旧耐震基準の住宅が多く、よ

り大きな被害が生じる危険性が高い区域を「緊急耐震重点区域」として設定しており、その区域に

対し、戸別訪問を行うなど耐震化への普及啓発活動を計画的に実施します。 

0      2      4 ㎞ 
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0      2      4 ㎞ 
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第４章 住宅の耐震化促進 
 

４－１ 普及・啓発 

１．普及・啓発活動 

住宅の耐震化を推進するためにはまず耐震診断を行い、

個々の住宅の耐震性を的確に把握する必要があります。 

このため、春日井市においては、木造住宅の無料耐震診

断事業を開始した 2002 年度（平成 14 年度）から、「市広

報誌でのＰＲ」、「啓発資料の配布」、「防災訓練・講演

会等イベントでのＰＲ」、「区・町内会・自治会、自主防

災組織を対象とした防災に関する講話での説明」、「ホー

ムページへの掲載」など啓発活動を継続して行っています。

今後は、これらの活動に加え、区・町内会・自治会等の地

域のコミュニティを通じた啓発の取組の強化や、ＳＮＳを

活用した耐震化促進に向けた情報発信を検討していきます。 

 

 

 

 

２．安心して相談できる仕組みの整備 

住宅の耐震化は、基本的には個々の住宅の所有者の方が、あるいは地域として地域の防災まちづ

くりを進めていく中で取り組んでいただくことになります。その際に、どの建設業者等に相談すれ
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補助木造住宅耐震改修工事実施事業者一覧及びあいち耐震改修推進事業者リストを公表しています。

今後もこれらの取組を継続しながら、「安心して相談できる・任せられる」仕組みの充実に努めて

いきます。 

 

３．地域における耐震化の促進の啓発 

耐震化を進める重点区域等については、積極的に地域への啓発を行っていく必要があります。そ

の方法として、区・町内会・自治会、自主防災組織への防災に関する講話を行うなかで、自ら耐震

化に取り組む姿勢づくりの意識を醸成し、どのような対策を講じていくべきかを話し合うなど、安

全なまちづくりの実現に努めていきます。 

耐震化促進の啓発チラシ 
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４．市民活動との連携 

春日井市では、「自分たちのまちは、自分たちで守る」という防災意識の高揚を図る活動を積極

的に実施しています。特に、地域の安全リーダーを養成する市民大学である「春日井安全アカデミ

ー」では、第一線で活躍している講師による防災講座を開講し、広く市民に啓発しています。この

ような機会をより多く設けることで、地域での防災意識を高めることが期待できます。 

今後も、現在の啓発活動を継続して実施していく他、より多くの市民に安全で安心して暮らせる

まちづくりへの参加を広報誌やインターネット等を通して促進します。 

 

春日井市が実施している防災に関する普及・啓発活動 

名称 活動内容等 

春日井市安全なまちづくり協議会 

・春日井市長を会長に、市内の各種団体が参加 

・５つの部会に分かれ活動を実施 

・「安全・安心まちづくりボニター※」や、「安全・安心まちづ

くり女性フォーラム実行委員会」、小学校区ごとに地域の団

体から推薦された推進員が活動 

 

安全都市研究部会 
・都市環境と安全についての調査・研究を行う部会で、安全な

まちづくり協議会のシンクタンク的存在 

啓発活動推進部会 

・市民大学である｢春日井安全アカデミー｣の開講と、「協議会

だより」の発行を主な活動とし、安全に関する人づくり、安全

意識の普及・啓発を実施 

春日井安全アカデミー 

・市民として地域の安全を自分たちで考え、行動していくため、

各分野の第一線で活躍されている講師陣による講義を開催 

・防災コースと生活安全コースを開催 

安全・安心まちづくりボニター※ 

・安全なまちづくり協議会が開講している「春日井安全アカデ

ミー 」の講座を卒業後、それぞれの地域で活動できるボニタ

ーを養成 

・ボニターは、地域での安全リーダー的役割を担う市民で、ア

カデミーを卒業し、ボニター養成講座を受講した人に協議会長

から委嘱 

・主な活動は、災害図上訓練（DIG）の企画・運営、総合防災訓

練・地域防災訓練への参加、家具転倒防止啓発等 

※ボランティアとモニターの春日井市の造語 
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名称 活動内容等 

安全・安心まちづくり 

女性フォーラム実行委員会 

・生活に密着した女性の価値観や視点、感性を取り入れ、安全・

安心なまちづくりを進める活動を実施 

・2002 年から小学校、保育園及び幼稚園などで、「自分の命は

自分で守る」をテーマに安全意識の啓発活動を実施 

地域における市民防災マニュアル

作成の手引き 

・区・町内会・自治会、自主防災組織が「自分たちのまちは自

分たちで守る」ため、その地域で市民防災マニュアルを作成

する際の手引きを作成 

・地域内の災害時の役割分担、避難場所、緊急連絡網などの例

を掲載 

・手引きは、市役所４階市民安全課や同２階情報コーナーをは

じめ、公共施設で配布、ホームページで公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日井安全アカデミー入学式 

防災コース 

春日井安全アカデミー卒業式 
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４－２ 耐震化促進のための支援制度 

住宅の耐震診断及び耐震改修の実施に対する補助や助成、税の優遇措置など以下に示す支援施策

の活性化を進め、耐震化の促進を図っていきます。 

 

１．耐震診断・耐震改修に係る補助制度 

春日井市では、住宅の耐震診断・耐震改修に係る補助制度を創設し、支援しています。今後もこ

れらの支援を継続するとともに、国の補助制度である住宅・建築物耐震改修事業や、愛知県の補助

制度である耐震診断費補助事業、耐震改修費補助事業等を活用して、住宅の耐震化の促進に努めま

す。 

 

(1) 木造住宅無料耐震診断 

対象となる

建築物 

①1981 年５月 31 日以前に着工された在来軸組構法、伝統構法の住宅 

②現在居住している住宅 

③一戸建て住宅や長屋住宅、併用住宅（借家を含む） 

耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定された住宅の所有者に対し、耐震化を呼びかける

パンフレット等を配布し、情報提供を図っています。今後も、耐震診断を実施する建築士と連携し、

耐震改修につなぐ効果的な情報発信に努めていきます。 

 

(2) 木造住宅耐震改修費補助制度 

対象となる

建築物 

春日井市が実施した無料耐震診断で、判定値が 1.0未満（倒壊する可能性がある）

と診断された住宅 

対象となる

工事 

判定値を 1.0 以上（一応倒壊しない）とする耐震改修工事（ただし、耐震改修工事

に着手する前の判定値に 0.3を加算した数値以上にする工事） 

補助額 耐震改修工事費の５分の４以内の額（100万円を限度とする。） 

（2020 年４月１日現在） 
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(3) 非木造住宅耐震診断費、耐震改修設計費・耐震改修費補助制度 

非木造住宅 

耐震診断費 

補助 

対象となる 

建築物 

①1981 年５月 31日以前に着工された非木造住宅 

②一戸建て住宅、長屋及び共同住宅、併用住宅※１、マンション※２ 

③市が実施している木造住宅無料耐震診断に該当しない住宅 

④国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く 

補助額 

耐震診断に要する費用と基準額を比較して、いずれか少ない額の３分の

２以内かつ市の定める限度額以内 

一戸建て 

住宅 

区 分 基準額 限度額 

１戸あたり 13万６千円 ９万円 

 

一戸建て 

住宅以外 

面積区分 
基準単価 

（円/㎡） 

限度額 

（戸あたり） 

延べ面積 

1,000㎡以下の部分 
3,670 

５万円 

延べ面積 

1,000㎡を超えて 

2,000㎡以下の部分 

1,570 

延べ面積 

2,000㎡を超える部分 
1,050 

 

（2020 年４月１日現在） 

 

非木造住宅

耐震改修設

計費補助 

対象となる

建築物 

春日井市内にある 1981年５月 31日以前に着工されたマンション※２ 

（ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く） 

補助額 改修設計費の３分の２の額（１戸あたり 10万円を限度とする。） 

（2020 年４月１日現在） 
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非木造住宅 

耐震改修費 

補助 

対象となる 

建築物 

①1981 年５月 31日以前に着工された非木造住宅 

②一戸建て住宅、長屋及び共同住宅、併用住宅※１、マンション※２ 

③市が実施している木造住宅無料耐震診断に該当しない住宅 

④国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く 

補助額 

 

区 分 補助対象経費 
限度額 

(戸あたり) 

マンション

以外 
耐震改修工事費の５分の４以内の額 100万円 

マンション 

次に掲げる額の合計 

①耐震補強工事費（補助対象経費又は延べ

面積に１㎡あたり 50,200 円を乗じた額

のいずれか小さい方を限度とする。）に

３分の１を乗じて得た額（80 万円を限

度とする。） 

②工事監理費の３分の２（改修設計費の補

助額と合計して 10万円を限度とする。） 

③附帯工事費（80 万円以内で、①と合計

して 80万円を限度とする。） 

90万円 

（2020 年４月１日現在） 
※１ 併用住宅：店舗等の用途の面積が延べ面積の 1/2 未満のもの 
※２ マンション：耐火建築物又は準耐火建築物、延べ面積 1,000 ㎡以上、かつ地階を除く階数が原則３

階以上であること 

 

２．住宅の除却に係る補助制度 

春日井市では、耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定された木造住宅及び老朽化して倒

壊等のおそれのある空き家について、除却をすることで倒壊等による被害を未然に防止するため、

除却に係る補助制度を創設し、支援しています。 

 

(1) 木造住宅除却費補助制度 

対象となる建築物 
補助申請をする前年度までに、春日井市が実施した無料耐震診断で、判定値が

1.0未満（倒壊する可能性がある）と診断された住宅 

対象となる経費 

除却工事のうち、解体、運搬及び処分する工事に要する費用とする。ただし、

一戸建て以外の住宅については、延べ面積１㎡につき 34,100 円を乗じて得た

額を限度とする。 

補助額 補助対象経費に 100分の 23を乗じて得た額（20万円を限度とする。） 

（2020 年４月１日現在） 
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(2) 老朽空き家解体費補助制度 

対象となる建築物 

①市内に存する１年以上使用されていないもの 

②床面積の２分の１以上が居住の用に供されていたもの 

③建築後木造にあっては 22年、非木造にあっては 47年を経過したもの 

④個人が所有するもの 

⑤所有者以外の権利者が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該空

き家の解体について同意しているもの 
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（2020 年４月１日現在） 

 

３．代理受領制度 

春日井市では、2020年４月から耐震関連事業補助金の代理受領制度を創設しました。代理受領制

度は、建物所有者等（申請者）が春日井市の補助金を受けて耐震改修工事等を行う場合に、工事の

請負業者等（事業者）に補助金の受領を委任することで、事業者が直接補助金を受領することがで

きる制度です。 

これにより、申請者は、補助金相当額を除いた工事費等を用意すればよいため、当初の費用負担

が軽減されます。 

代理受領制度について、今後さらに周知を図り、住宅の耐震化の促進に努めます。 

 

 例：木造住宅の耐震改修工事で、工事費 250 万円、補助金 100 万円の場合 
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４．住宅に係る耐震改修促進税制 

国の基本方針の目標に向けて、耐震性の確保された良質な住宅ストックの形成促進を図るため、

2006 年度（平成 18 年度）税制改正において、①既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別

控除（耐震改修費補助を実施している市町村に限る。）、②既存住宅の耐震改修をした場合の固定

資産税の減額措置が、「住宅に係る耐震改修促進税制」として創設されました。 

これらによって住宅の耐震改修を行った場合、税制による一定の支援が受けられるようになりま

した。春日井市では、市民の皆さんがこれらの税制の特例措置を円滑に活用できるよう取り組み、

耐震化促進に努めます。 

 

住宅に係る耐震改修促進税制（2020 年４月１日現在）の概要 

所得税 

個人が、2006年４月１日から 2021年 12月 31日までに、旧耐震基準（1981年５月 31

日以前の耐震基準）により建築された住宅の耐震改修を行った場合、一定の金額を所

得税額から控除する。 

〈控除額〉 

2014年（平成 26 年）４月１日から 2021 年 12月 31日までの間に耐震改修をした

場合 

耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額の 10％（最高 25万円） 

固定資産税 

1982 年（昭和 57 年）１月１日以前から所在する住宅について、2022 年（令和４年）

３月 31 日までに一定の耐震改修（工事費 50 万円超）を行った場合、改修工事が完了

した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税額（120 ㎡相当分まで）の２分

の１を減額する。 

※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、３分の２を減額する。 

資料：財務省 
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５．地震保険の割引制度 

 地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失によ

る居住用の建物と家財の損害を補償する地震災害専用の保険です。この地震保険料については、対

象となる建物の建築年や耐震性能による割引制度が設けられています。 

 

地震保険の割引制度 

割引制度 割引の説明 保険料の割引率 

建築年割引 

契約開始日： 

2001 年（平成 13 年）10月１日以降 

対象建物が、1981年６月１日以降に新築

された建物である場合 
10％ 

耐
震
等
級
割
引 

契約開始日： 

2014年７月１日以降 

対象建物が、「住宅の品質確保の促進等

に関する法律」に規定する日本住宅性能

表示基準に定められた耐震等級 (構造

躯体の倒壊等防止) または国土交通省

の定める「耐震診断による耐震等級 (構

造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定

められた耐震等級を有している場合 

耐震等級１ 10％ 

耐震等級２ 30％ 

耐震等級３ 50％ 

免
震
建
築
物
割
引 

契約開始日： 

2014年７月１日以降 

対象物件が、「住宅の品質確保の促進等

に関する法律」に基づく「免震建築物」

である場合 

50％ 

耐震診断割引 

契約開始日： 

2007年 10月１日以降 

地方公共団体等による耐震診断または

耐震改修の結果、建築基準法（1981年６

月１日施行）における耐震基準を満たす

場合 

10％ 

資料：財務省 
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４－３ 低コスト耐震化工法の普及 

春日井市では愛知県と協調し、住宅の耐震診断事業や耐震改修費補助事業を行っています。しか

し、住宅の耐震改修は床・天井や仕上げの撤去・復旧等により、工事費が高額となる場合があり、

改修費補助を受けても所有者等の負担が大きくなっている状況です。 

住宅や建築物の耐震改修を促進するためにはその所要コストを下げ、低廉な費用負担で実施でき

るようにすることが肝要であり、低コストの耐震改修工法の開発・普及が強く望まれるため、名古

屋大学・名古屋工業大学・豊橋技術科学大学及び愛知県、名古屋市、建築関係団体等は、「愛知建

築地震災害軽減システム研究協議会」を設立しています。 

この協議会は、低コスト高耐震化工法の開発や耐震補強効果実証実験などに取り組み、木造戸建

て住宅や共同住宅、学校建築等に活用できるよう、これらの技術を広く普及することを目指してい

ます。 

その協議会の活動として、工法評価委員会を開催し、耐震改修に有効な工法について、協議会と

して評価することとしています。 

春日井市では、これらの成果を受けて補助対象工法のＰＲ・普及を図り、低コストの耐震化を推

進し、住宅の所有者がより容易に耐震改修に取り組めるようにしていきます。また、耐震改修事業

者に対しても、講習会等を通じ、低コスト耐震化工法の理解や技術向上に向けた普及を図り、耐震

化の意識啓発に努めていきます。 

 

低コスト耐震補強技術・工法の補助対象の手順 
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愛知建築地震災害軽減システム研究協議会 愛知県・春日井市 所有者等 愛知県 
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４－４ 住宅供給公社等による耐震改修支援 

１．住宅の改修時の仮住居の提供 

住宅の耐震改修を実施する際には、工事期間中に居住する仮住居が必要になることがあります。

しかし、個人で仮住居を探す場合、なかなか確保できないことがあります。そのため、仮住居が見

つからないことが、耐震改修が進まない原因のひとつになっています。 

そこで、住宅の所有者が耐震改修を行う際、仮住居の確保が必要となる場合に、特定優良賃貸住

宅をはじめとした公的賃貸住宅等の活用を図ります。 

 

２．耐震診断・耐震改修の支援 

愛知県住宅供給公社は、管理者（所有者）からの委託を受けて、住宅や共同住宅の耐震診断及び

耐震改修を実施します。また、団地内の居住者の利便に供する建築物及び過去に公社が建設した住

宅や共同住宅と一体として建設した建築物についても、委託を受けて、耐震診断及び耐震改修を実

施します。 
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第５章 建築物の耐震化促進 
 

５－１ 市有建築物の耐震化促進 

2020年４月時点で春日井市が所有する特定既存耐震不適格建築物は、除却することが決まってい

る高蔵寺駅北口自転車駐車場を除き、全て耐震化されています。 

また、それ以外で耐震基準に満たない市有建築物については、保全状態や将来的な利用方針を検

討した上で、必要な耐震化を計画的に推進します。 

 

５－２ 民間建築物の耐震化促進のための支援制度 

１．民間建築物の耐震化に対する支援策 

民間建築物の所有者に対し耐震化の必要性や効果についての意識啓発を行うとともに、防災上重

要な建築物等について、耐震診断に係る補助制度を設け支援していきます。 

また、耐震診断義務付け対象建築物である要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載

建築物は、不特定多数の者や避難弱者が利用する建築物、避難路沿道建築物、防災拠点建築物であ

り、優先的に耐震化を進めていく必要があることから、耐震改修に係る補助制度を設け支援してい

ます。 

今後、耐震診断義務付け対象建築物の除却費及び耐震改修の設計費への補助制度や、特定既存耐

震不適格建築物の耐震診断費への補助制度の創設を検討します。 

 

２．耐震診断・耐震改修に係る補助制度 

(1) 非木造建築物耐震診断費補助制度 

対象となる 

建築物 

①1981 年５月 31 日以前に着工された非木造建築物 

②春日井市地域防災計画及び愛知県地域防災計画に定める避難所、救急病院又は救急

診療所（以下「防災上重要な建築物」という。） 

③国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く 

補助額 

耐震診断に要する費用と基準額を比較して、いずれか少ない額の３分の２以内かつ市

の定める限度額以内 

区 分 
基準単価 

（円/㎡） 

限度額 

（１棟あたり） 

防災上

重要な

建築物 

延べ面積 

1,000㎡以下の部分 
3,670 

120万円 
延べ面積 

1,000㎡を超えて 2,000㎡以下の部分 
1,570 

延べ面積 

2,000㎡を超える部分 
1,050 

 

（2020 年４月１日現在） 
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（2020 年４月１日現在） 
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(2) コミュニティ集会施設耐震診断費補助制度 

春日井市では、区・町内会・自治会などの地域が管理するコミュニティ集会施設の耐震診断を行

う場合に、その費用の補助制度を設け支援しています。 

対象となる経費 耐震診断に要する費用 

補助額 
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（2020 年４月１日現在） 

 

(3) 耐震診断義務化建築物耐震改修費補助制度 

対象となる 

建築物 
要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物 

補助額 

区分 補助対象経費 補助金の額 
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耐震改修工事に要する経費。ただ
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て得た額を限度とする。 
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100 分の 23 を乗じ

て得た額 

要安全確認計画記載
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耐震改修工事に要する経費。ただ

し、延べ面積に 51,200 円/㎡を乗じ

て得た額を限度とする。 

補助対象経費の３

分の２に相当する

額 
 

（2020 年４月１日現在） 
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５－３ 特定既存耐震不適格建築物の指導等 

特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、必要に応じて耐震

改修を行うよう努めなければならないとされています。一方、所管行政庁等は特定既存耐震不適格

建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指導等を

行うことになります。 

春日井市は所管行政庁として、耐震化を早期に推進するため、必要に応じて指導・助言、指示、

公表を行い、その後、勧告・命令を行うこととします。 

 

１．指示等の対象建築物 

指導・助言の対象となる特定既存耐震不適格建築物は、全ての特定既存耐震不適格建築物です。 

指示、公表の対象となる特定既存耐震不適格建築物は、指導・助言の対象となる特定既存耐震不

適格建築物のうち、次の特定既存耐震不適格建築物です。 

 

指示等の対象建築物棟数 

指示、公表の対象となる特定既存耐震不適格建築物 

（耐震改修促進法第15条第２項に規定されたもの） 
対象棟数 

病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する

特定既存耐震不適格建築物 
9※ 

小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用

する特定既存耐震不適格建築物 
0※ 

火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯

蔵場又は処理場の用途に供する特定既存耐震不適格建築物 
2※ 

その敷地が第５条第３項第２号若しくは第３号の規定により都道府県耐震改修促進

計画に記載された道路又は第６条第３項の規定により市町村耐震改修促進計画に記

載された道路に接する通行障害建築物 

138※ 

  ※2020年１月の数値 
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－ 43 

 

指示等の対象建築物の用途及び規模 

※

法 

政令 

第６条 

第 2 項 

用途 

法※第 14 条の所有者の努力義務 

及び法第 15条第１項の指導・助言 

対象特定既存耐震不適格建築物 

法※第 15 条第２項の指

示、公表及び勧告・ 

命令対象特定既存 

耐震不適格建築物 

第
14
条
第
1
号 

第 1 号 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 階数 2 以上かつ 500 ㎡以上 750㎡以上 

第 2 号 

小学校等 

小学校、中学校、義務教育学校、

中等教育学校の前期課程、特別支

援学校 

階数 2 以上かつ 1,000㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む） 

1,500 ㎡以上 

（屋内運動場の面積を

含む） 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他

これらに類するもの 
階数 2 以上かつ 1,000㎡以上 2,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉

センターその他これらに類する施設 

第 3 号 

学校（幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校等

を除く） 

階数 3 以上かつ 1,000㎡以上 

 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに

類する運動施設 

2,000 ㎡以上 
病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場  

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 
2,000 ㎡以上 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿  

事務所  

博物館、美術館、図書館 

2,000 ㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダン

スホールその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類す

るサービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建

築物を除く） 
 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構

成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供する

もの 

2,000 ㎡以上 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐

車のための施設（一般公共の用に供されるもの） 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な

建築物 

第 4 号 体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数 1 以上かつ 1,000㎡以上 2,000 ㎡以上 

   

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 
政令で定める数量以上の危険物を

貯蔵、処理する全ての建築物 
500㎡以上 第 14条 

第 2 号 

― 

第 14条 

第 3 号 

 

― 

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接す

る道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難

とするおそれがあり、その敷地が県計画又は本計画

に記載された道路に接する建築物 

全ての建築物 全ての建築物 

※耐震改修促進法
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２．指導等の実施 

(1) 耐震診断義務付け対象建築物についての指導・助言 

耐震診断結果の公表 

耐震診断義務付け対象建築物については、その所有者に対して、所有する建築物が耐震診断の実

施及び耐震診断の結果の報告義務の対象建築物となっている旨の十分な周知を行い、その確実な実

施を図ります。また、期限までに耐震診断の結果を報告しない所有者に対しては、個別の通知等を

行うことにより、耐震診断結果の報告をするように促し、それでもなお報告しない場合にあっては、

当該所有者に対し、相当の期限を定めて、耐震診断結果の報告を行うべきことを命ずるとともに、

その旨をホームページ等で公表します。 

耐震診断結果の報告の内容の公表については、当該報告の内容を取りまとめた上で公表しなけれ

ばならないとされていますが、当該公表後に耐震改修等により耐震性が確保された建築物について

は、公表内容にその旨を付記するなど、迅速に耐震改修等に取り組んだ建築物所有者が不利になる

ことのないよう、営業上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行います。 

指導・助言・指示・公表 

報告された耐震診断の結果を踏まえ、当該耐震診断義務付け対象建築物の所有者に対して、耐震

改修について必要な指導及び助言を実施するよう努めるとともに、指導に従わない者に対しては必

要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨をホームページ等を

通じて公表します。 

勧告・命令 

指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、耐震改修を行わない耐震診断義務付け対象建築物

のうち、倒壊の危険性が極めて高い耐震診断義務付け対象建築物の所有者に対しては、当該建築物

の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措

置をとることを、建築基準法第 10条第３項に基づき命令します。また、そのまま放置すれば著しく

保安上危険となるおそれがある場合は、同条第１項及び第２項に基づき、勧告・命令を行います。 

 

(2) 特定既存耐震不適格建築物についての指導・助言 

指導・助言 

特定既存耐震不適格建築物の所有者に、特定既存耐震不適格建築物の基準を示し個別に周知する

とともに、パンフレットの配布・インターネットによる情報発信等により、所有する建築物が特定

既存耐震不適格建築物に該当することを認知してもらう必要があります。その上で巡回等を行い、

耐震化の進捗についてのフォローアップを行い、耐震診断・耐震改修を個別に指導します。 
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(3) 地震に対する安全性の向上が、特に必要な特定既存耐震不適格建築物についての指示、公表、  

勧告・命令 

指示 

耐震改修促進法第 15 条第２項各号に該当する特定既存耐震不適格建築物について、安全性に関し

ての報告及び立入り検査の結果を踏まえて、耐震診断の受診について指示を行います。また、耐震

診断の結果、十分な耐震性が確保されていない建築物については、耐震改修を行うよう指示をしま

す。指示の方法は、口頭により行いますが、さらに相当な期間の経過を経ても実施されない場合は、

文書により指示をします。 

公表 

耐震診断や耐震改修を実施するよう指示している特定既存耐震不適格建築物について、重ねての

指示にもかかわらず、「正当な理由」がなく、従わないときは、「指示に従わない旨の公表」を行

うことを通知し、公表することが妥当であると判断された場合は公表します。この場合、耐震診断

や耐震改修の指示に従わない特定既存耐震不適格建築物の所有者に対して、一定期間弁明の機会を

付与します。「正当な理由」については、除却・機能廃止計画がある場合や、耐震診断・耐震改修

の実施計画を策定し、計画的な改修が確実に行われる見込みのある場合等、やむを得ないと認めら

れる場合とし、その計画等を勘案し判断します。 

公表の方法は、春日井市のホームページへの掲載等を検討します。 

 

公表の手順 

 

 

 

 

勧告・命令 

公表してもなお、耐震改修を行わない特定既存耐震不適格建築物のうち、倒壊の危険性が極めて

高い特定既存耐震不適格建築物の所有者に対しては、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、

模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを、建築基準法第 10

条第３項に基づき命令します。また、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがある場

合は、同条第１項及び第２項に基づき、勧告・命令を行います。 
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指導・助言 

助     言 

命令の結果 
除却・改築・修繕を実施 

 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ・巡回見回 

 

 
 

耐震化済 

 

 

 

 

 

 

 

保安上危険でない

特定既存耐震 

不適格建築物 

 

 

 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

 

No 

耐震化済 

全ての特定既存耐震不適格建築物（法※１第 14 条） 

 
対象建築物の調査 

 

 

 

 

 

Yes 
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安全性に 
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指示に従わない旨を

公 表 

安全性に関して報告 

※１ 耐震改修促進法 

※２ 指示対象建築物 法第 15 条第２項及び同施行令第８条に定める建築物 
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第６章 住宅・建築物の減災化促進 
 

６－１ 減災化促進のための対策 

住宅・建築物に関連して地震による人身被害や財産の被害を防止するためには、住宅・建築物の

構造を耐震化するだけでは十分とはいえません。過去の地震でもブロック塀の倒壊や家具の転倒に

よる圧死などのほか、窓ガラス・天井の破損・落下やエレベーターの停止による閉じ込め、敷地の

崩壊などにより大きな被害が発生しており、それらについての対策を進め、減災化を促進していき

ます。 

 

１．ブロック塀等の安全対策 

ブロック塀等が倒壊すると、その下敷きになり死傷者が発生したり、道路を閉塞したりすること

によって避難路が確保できず、避難や救護活動・救援活動に支障をきたすことになります。 

ブロック塀等の危険性について、広報誌やホームページ、パンフレット等で市民に周知するとと

もに、春日井市内における住宅や事業所等から、春日井市地域防災計画（地震災害対策計画）第２

編第１章、（風水害等災害対策計画）第２編第３章に記載している指定避難所や指定緊急避難場所

等へ至る経路を避難路とし、ブロック塀等の倒壊による被害を防止する対策を推進していきます。 

 

２．窓ガラス・天井の落下防止対策 

窓ガラスや建築物内のつり下げ天井等は、建築物の耐震構造にかかわらず、落下等により、避難

者や通行人、あるいは、建築物内の人に被害を与える危険性があります。そのため、窓ガラスやつ

り下げ天井等の落下による危険性も含めて広報誌やホームページ、パンフレット等で市民に周知す

るとともに、必要に応じて改善の指導を行っていきます。 

また、小中学校など地震発生時の子どもの安全を確保するため、避難経路となっている場所の窓

ガラス飛散防止対策を進めていきます。 

 

３．エレベーターの安全対策 

近年、地震発生時において、多くのビルで使用されているエレベーターの緊急異常停止が発生し、

エレベーター内に人が閉じ込められるなどの被害が発生しています。 

これらの被害を避けるため、地震時のエレベーターの運行方法や閉じ込められた場合の対処法に

ついて周知を図るとともに、愛知県・関係団体と協力して地震発生時における安全装置の設置を促

進していきます。 
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４．家具の転倒防止対策 

建築物に十分な耐震化が実施されていても、家具等の転倒防止対策が行われていない場合、死傷

の原因になったり、避難等に支障が生じたりすることが考えられます。そのため、誰でもすぐに取

り組める地震対策として、家具の転倒防止に関する知識を広報誌やインターネットを活用して市民

に周知し、地域主体による家具の安全対策の取組を推進していきます。 

 

また、春日井市社会福祉協議会では、要配慮者となる高齢者等の世帯を対象に「高齢者等家具転

倒防止器具の取り付け」を行い、家具の転倒防止対策を行っています。 

 

高齢者等家具転倒防止器具の取り付け 

対象世帯 

・65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯 

・65歳以上の高齢者のみの世帯 

・障がい者のみの世帯 

・65歳以上の高齢者と障がい者のみの世帯 

・その他春日井市社会福祉協議会長が必要と認める世帯 

内容 

寝室・居間・食堂等に設置してある家具（タンス、食器棚、書棚、冷蔵庫）の地震

による転倒を防止するため、Ｌ型金具やベルト等の転倒防止器具（器具代のみ実費

負担が必要）を取り付ける 

 

家具の転倒等の防止対策例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁に隠れている桟を探してＬ字金具で固定しま
す。桟の場所は、ドライバーの柄などで壁をた
たいてコンコンと固い音がする所です。 

くさび状になったゴムや樹脂製品をかませます。 

食器棚などには飛散防止フィルムをはります。
ガラスや食器の破片が床に飛び散るとケガの元
になります。 
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５．住宅の敷地の安全対策 

地震の揺れが原因で斜面崩壊等が発生し、住宅が倒壊する等、地震時には土砂災害の発生が想定

されます。このため、崩壊の危険性が高いがけ地をはじめとする土砂災害危険箇所では、住宅への

被害を防止するため、愛知県と連携を図り建築物の敷地についての安全対策を推進していきます。 

 

６．段階的耐震改修の促進 

住宅の耐震化において、評点 1.0 以上にする耐震改修だけでなく、耐震改修工事を段階的に実施

する段階的耐震改修を促進することで、評点の低い住宅の全壊を防ぐ対策を推進していきます。 

 

７．耐震シェルター設置の促進 

住宅倒壊から人命を守るため、安価な工法による寝室等の個室補強の手段として、耐震シェルタ

ーの整備を推進していきます。 

 

 

６－２ 減災化促進のための支援制度 

１．段階的耐震改修費補助制度 

対象となる建築物 
春日井市が実施した無料耐震診断で、判定値が 1.0未満（倒壊す

る可能性がある）と診断された住宅 

対象となる工事 

一段目 

①判定値が 0.4以下の場合 

判定値を 1.0以上とする補強計画に基づき、その一部を工事す

ることにより、判定値を 0.7以上 1.0未満とする工事 

②判定値が 1.0未満の場合 

 判定値を 1.0以上とする補強計画に基づき、1階の判定値を 1.0

以上にする工事 

二段目 
一段目耐震改修工事に係る補助金の交付を受けた旧基準木造住

宅について、補強計画に基づき、判定値を 1.0以上とする工事 

補助額 

一段目 耐震改修工事費の５分の４以内の額（60万円を限度とする。） 

二段目 耐震改修工事費の５分の４以内の額（40万円を限度とする。） 

（2020 年４月１日現在） 



 

－ 50 

 

２．耐震シェルター整備費補助制度 

対象となる建築物 
春日井市が実施した無料耐震診断で、判定値が 1.0未満（倒壊する可能性があ

る）と診断された住宅 

対象となる経費 耐震シェルターの購入、運搬及び整備に要する費用 

補助額 補助対象経費の２分の１（20万円を限度とする。） 

（2020 年４月１日現在） 

 

３．ブロック塀等撤去費補助制度 

対象となる 

ブロック塀等 

公道等に面する高さ１ｍ以上のブロック塀等（コンクリートブロック、コンク

リートパネル、レンガ、石材等を用いた塀や門柱） 

ただし、公道等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、公道等からの高さが１ｍ

以上で、かつ敷地地盤面からの高さが 60cmを超えるブロック塀等 

対象となる経費 
撤去、運搬及び処分する工事に要する費用とし、ブロック塀等の延長に１ｍあ

たり１万円を乗じて得た額を限度とする。 

補助額 補助対象経費の２分の１（10万円を限度とする。） 

（2020 年４月１日現在） 
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２．耐震シェルター整備費補助制度 

対象となる建築物 
春日井市が実施した無料耐震診断で、判定値が 1.0 未満（倒壊する可能性があ

る）と診断された住宅 

対象となる経費 耐震シェルターの購入、運搬及び整備に要する費用 

補助額 補助対象経費の２分の１（20万円を限度とする。） 

（2020 年４月１日現在） 

 

３．ブロック塀等撤去費補助制度 

対象となる 

ブロック塀等 

公道等に面する高さ１ｍ以上のブロック塀等（コンクリートブロック、コンク

リートパネル、レンガ、石材等を用いた塀や門柱） 

ただし、公道等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、公道等からの高さが１ｍ

以上で、かつ敷地地盤面からの高さが 60cmを超えるブロック塀等 

対象となる経費 
撤去、運搬及び処分する工事に要する費用とし、ブロック塀等の延長に１ｍあ

たり１万円を乗じて得た額を限度とする。 

補助額 補助対象経費の２分の１（10万円を限度とする。） 

（2020 年４月１日現在） 
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第７章 計画達成に向けて 
 

住宅の耐震化については、各年度の耐震診断事業や耐震改修費補助事業の実績や、住宅・土地統

計調査の集計を参考に進捗状況の確認を行います。 

耐震診断義務付け対象建築物（要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物）に

ついては、特に耐震化の重要性が高い建築物であることから、優先的に耐震化を促進することとし

て目標を定めています。このため、耐震診断義務付け対象建築物については、耐震化が進んでいる

か、進捗状況を定期的に確認しながら促進を図ります。 

また、住宅・建築物の減災化については、所有者に対する意識啓発を行うとともに、より効果的

な減災対策の取組を進めていきます。 

さらに、計画達成に向けて、引き続き取組を実施するとともに、国の施策の動向を踏まえ、愛知

県と連携して新たな補助制度の創設等を検討し、住宅・建築物の耐震化・減災化の促進を図ってい

きます。 

なお、本計画は、県計画や関連計画等に照らしてその内容を検証し、適宜見直しを行うこととし

ます。 
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参 考 資 料 
 

１．近年発生した大規模な地震と耐震改修に係る動向 

主な大規模な地震 建築物の耐震改修に係る動向 

 
●兵庫県南部地震 
（阪神・淡路大震災） 
平成７年１月 17 日発生 
死者：6,434 人 
行方不明者：３人 
負傷者：43,792 人 
住家被害合計：639,686 棟 

 
●新潟県中越地震 
平成 16年 10 月 23 日発生 
死者：68 人 
行方不明者：０人 
負傷者：4,805 人 
住家被害合計：121,900 棟 

 
●福岡県西方沖を震源とする地震 
（福岡県西方沖地震） 
平成 17 年３月 20 日発生 
死者：１人 
行方不明者：０人 
負傷者：1,087 人 
住家被害合計：8,997 棟 

 
 
 
 
 
 
●能登半島地震     
平成 19 年３月 25 日発生 
死者：１人 
行方不明者：０人 
負傷者：356 人 
住家被害合計：29,329 棟 

 
●新潟県中越沖地震 
平成 19 年７月 16 日発生 
死者：15 人 
行方不明者：０人 
負傷者：2,345 人 
住家被害合計：41,202 棟 

 
●東北地方太平洋沖地震 
（東日本大震災） 
平成 23 年３月 11 日発生 
死者：19,689 人 
行方不明者：2,563 人 
負傷者：6,233 人 
住家被害合計：1,164,746 棟 

  ※平成 31 年３月８日現在 
  消防庁災害対策本部発表 

第 159 報より 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
■建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）の施行（平成７年
12 月） 
 
 
 
 
 
■住宅・建築物の地震防災推進会議の設置（平成 17 年２月） 
■中央防災会議「東海、東南海・南海地震に関する地震防災戦略」決定（平成
17 年３月） 
・今後 10 年間で東海地震等の死者数及び経済被害を半減させることを目標 

 
 
■中央防災会議「建築物の耐震化緊急対策方針」決定（平成 17 年９月） 

・建築物の耐震化について、社会全体の国家的な緊急課題として全国的に緊
急かつ強力に実施 

■特別国会「改正耐震改修促進法」の成立（平成 17年 10月） 
■改正耐震改修促進法の公布（平成 17年 11 月） 
■国の基本方針等の公布（平成 18 年１月） 
■改正耐震改修促進法の施行（平成 18 年１月） 
 
 

■「愛知県建築物耐震改修促進計画（あいち建築耐震プラン 2015）」策定（平
成 19 年３月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■「愛知県建築物耐震改修促進計画 あいち建築減災プラン 2020」策定（平成

24 年３月） 
■改正耐震改修促進法の公布（平成 25 年５月） 
■建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第 2 条第 1 項第 1 号の国土

交通大臣が定める危険物及び国土交通大臣が定める距離を定める件の公布
（平成 25年 10 月） 

■改正耐震改修促進法の施行（平成 25年 11 月） 
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第 159 報より 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
■建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）の施行（平成７年
12 月） 
 
 
 
 
 
■住宅・建築物の地震防災推進会議の設置（平成 17 年２月） 
■中央防災会議「東海、東南海・南海地震に関する地震防災戦略」決定（平成
17 年３月） 
・今後 10 年間で東海地震等の死者数及び経済被害を半減させることを目標 

 
 
■中央防災会議「建築物の耐震化緊急対策方針」決定（平成 17 年９月） 

・建築物の耐震化について、社会全体の国家的な緊急課題として全国的に緊
急かつ強力に実施 

■特別国会「改正耐震改修促進法」の成立（平成 17年 10月） 
■改正耐震改修促進法の公布（平成 17年 11 月） 
■国の基本方針等の公布（平成 18 年１月） 
■改正耐震改修促進法の施行（平成 18 年１月） 
 
 

■「愛知県建築物耐震改修促進計画（あいち建築耐震プラン 2015）」策定（平
成 19 年３月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■「愛知県建築物耐震改修促進計画 あいち建築減災プラン 2020」策定（平成
24 年３月） 

■改正耐震改修促進法の公布（平成 25 年５月） 
■建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第 2 条第 1 項第 1 号の国土

交通大臣が定める危険物及び国土交通大臣が定める距離を定める件の公布
（平成 25年 10 月） 

■改正耐震改修促進法の施行（平成 25年 11 月） 
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主な大規模な地震 建築物の耐震改修に係る動向 

●熊本県熊本地方を震源とする地震 
（熊本地震） 
平成 28 年４月 14 日、16 日発生 
死者：273 人 
負傷者：2,809 人 
住家被害合計：207,156 棟 
※平成 31 年４月 12 日現在 
 消防庁応急対策室発表 
第 121 報より 

 
●大阪府北部を震源とする地震 
（大阪府北部地震） 
 平成 30 年６月 18 日発生 
 死者：６人 
 負傷者：462 人 
 住家被害合計：61,776 棟 
 ※令和元年８月 20 日現在 
  消防庁応急対策室発表 
  第 32 報より 
 
●北海道胆振東部地震 
 平成 30 年９月６日発生 
 死者：43 人 
 負傷者：782 人 
 住家被害合計：15,978 棟 
 ※令和元年８月 20 日現在 
  消防庁応急対策室発表 

  第 35 報より 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の改正（平
成 30年 12 月） 

■建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第 22条第2号の規定に基づき
国土交通大臣が定める事項を定める件の改正（平成 30年 12 月） 

■建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第 23条第 1項及び第 2項の規
定に基づき国土交通大臣が定める額を定める件の改正（令和元年 10 月） 

■住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会のとりま
とめ公表（令和２年５月） 

 

出典：総務省消防庁ホームページ、国土交通省ホームページ 
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＜人的被害＞ 

・死因の約 9 割が溺死によるもの（岩手県・宮城県・福島県） 

平成 24 年 8月 31 日現在 

＜建物被害＞ 

・約 12 万棟は津波により全壊 

・地震動により被災した建物は、旧耐震建築物に被害が多い 

平成 24 年 9月 11 日現在 

 

２．阪神・淡路大震災の被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 18 年２月「改正建築物の耐震改修の促進に関する法律・同施行令等の解説」 

 

３．東日本大震災の被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住家被害 棟 数 

全 壊 129,391棟（ 12％） 

半 壊 265,096棟（ 23％） 

一部破損 743,298棟（ 65％） 

合 計 1,137,785棟（100％） 

 

出典：平成 25 年３月総務省消防庁「東日本大震災記録集」 

原 因 死者数 

溺死 14,308 人（ 91％） 

圧死・損壊死・その他 667 人（ 4％） 

焼死 145 人（ 1％） 

不詳 666 人（ 4％） 

合 計 15,786 人（100％） 

① 死者数の約９割が住宅の倒壊等によるもの 

原   因 死者数 

家屋・家具類等の倒壊による圧迫死と思われるもの 4,831 人( 88％) 

焼死体（火傷死体）及びその疑いのあるもの 550 人( 10％) 

その他 121 人(  2％) 

合  計 5,502 人(100％) 

※平成７年度版「警察白書」より（平成７年４月 24 日現在）警察庁調べ 

※平成 17年 12 月 22 日現在の死者数は 6,434 人、全壊住家数は 104,906 戸（消防庁） 

 

② 昭和 56年以前の建築物（「新耐震」以前の建築物）に大きな被害 
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昭和 57 年以降 

（新耐震） 

昭和 56 年以前 大破以上 中・小破 軽微・無被害 

大破 
以上 中・小破 軽微・無被害 
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４．南海トラフ地震における主な被害想定と最大限の防災対策を見込んだ被害想定 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 29 年９月「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応のあり方について（報告）」 

 中央防災会議防災対策実行会議の南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキ

ンググループでは、平成 29 年９月に「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応のあり

方（報告）」において、現状での被害の想定（最悪のケース）と最大限の防災対策等を見込んだ被

害の想定を行った。 

被害概要 
現状※１での 
被害の想定 

（最大のケース） 

最大限の防災対
策等※２を見込
んだ被害の想定 

最大限の防災対策等の内容 

人
的
被
害
※
３ 

建物被害 約 82,000人 約 15,000人 
・耐震化率 100％ 

・家具転倒・落下防止対策実施 100％ 

津波被害 約 230,000人 約 46,000人 
・全員が発災後すぐ避難開始 

・既存の津波避難ビル有効活用 等 

急傾斜地崩壊 約 600人 ０人 
・急傾斜地崩壊危険箇所の対策整備

率 100％ 

火災 約 10,000人 約 300人 
・感震ブレーカー設置率 100％ 

・初期消火成功率の向上 等 

ブロック塀等 約 30人 ０人 
・転倒防止及び落下物対策実施率

100％ 

合計 約 323,000人 約 61,000人  

建
物
被
害
※
４ 

揺れによる 
全壊棟数 

約 627,000棟 
（耐震化率 79％） 

約 118,000棟 ・耐震化率 100％ 

津波による 
全壊棟数 

約 157,000棟 ※５  

経
済
被
害
※
６ 

資産等の被害 
（被災地） 

約 169.5 兆円 約 80.4 兆円 

・耐震化率 100％ 

・急傾斜地崩壊危険箇所の対策整備

率 100％ 

・感震ブレーカー設置率 100％ 

・初期消火成功率の向上 等 

生産･サービス 
低下による被害 

（全国） 
約 44.7 兆円 約 31.8 兆円 

・資産の喪失の軽減(上記資産等の被

害と同じ仮定) 

・津波からの早期避難 

・家具転倒・落下防止対策 100％ 

・ブロック塀転倒防止実施率 100％ 

※１ 被害想定実施時（平成 24 年公表） 

※２ 現時点（平成 24 年時点）で実施率等を定量的に見込むことができる対策について最大限考慮した

もの 

※３ 地震動（陸側）、津波ケース、時間帯（冬・深夜）、風速（８m/s）の場合 

※４ 地震動（基本）、津波ケースの場合 

※５ 減災効果は算定できていない 

※６ 地震動（陸側）、津波ケース、時間帯（冬・夕方）、風速（８ｍ/s）の場合 
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５．春日井市における民間住宅・建築物耐震化への補助実績 

平成 14年度から令和元年度に行われた、春日井市における民間住宅・建築物耐震化への補助実績件

数は以下のとおりです。 

 

■民間木造住宅無料耐震診断実績(棟) 

 

診断 

件数 

判定値 Iw 

1.5以上 

倒壊しない 

1.5未満～ 

1.0以上 

一応倒壊 

しない 

1.0未満～ 

0.7以上 

倒壊する 

可能性がある 

0.7未満 

倒壊する 

可能性が高い 

平成 14年度 100 0 15 38 47 

平成 15年度 500 8 100 202 190 

平成 16年度 500 6 119 183 192 

平成 17年度 400 5 89 142 164 

平成 18年度 260 1 1 14 244 

平成 19年度 199 0 1 10 187 

平成 20年度 193 0 1 8 184 

平成 21年度 153 0 0 6 148 

平成 22年度 161 0 0 3 158 

平成 23年度 184 0 0 3 181 

平成 24年度 174 0 0 4 170 

平成 25年度 81 0 0 0 81 

平成 26年度 74 0 0 0 74 

平成 27年度 68 0 0 1 67 

平成 28年度 130 0 0 0 130 

平成 29年度 66 0 0 0 66 

平成 30年度 53 0 0 0 53 

令和元年度 181 0 0 0 181 

計 3,477 20 326 614 2,517 

割合 0.6％ 9.4％ 17.6％ 72.4％ 
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５．春日井市における民間住宅・建築物耐震化への補助実績 

平成 14年度から令和元年度に行われた、春日井市における民間住宅・建築物耐震化への補助実績件

数は以下のとおりです。 

 

■民間木造住宅無料耐震診断実績(棟) 

 

診断 

件数 

判定値 Iw 

1.5以上 

倒壊しない 

1.5未満～ 

1.0以上 

一応倒壊 

しない 

1.0未満～ 

0.7以上 

倒壊する 

可能性がある 

0.7 未満 

倒壊する 

可能性が高い 

平成 14年度 100 0 15 38 47 

平成 15年度 500 8 100 202 190 

平成 16年度 500 6 119 183 192 

平成 17年度 400 5 89 142 164 

平成 18年度 260 1 1 14 244 

平成 19年度 199 0 1 10 187 

平成 20年度 193 0 1 8 184 

平成 21年度 153 0 0 6 148 

平成 22年度 161 0 0 3 158 

平成 23年度 184 0 0 3 181 

平成 24年度 174 0 0 4 170 

平成 25年度 81 0 0 0 81 

平成 26年度 74 0 0 0 74 

平成 27年度 68 0 0 1 67 

平成 28年度 130 0 0 0 130 

平成 29年度 66 0 0 0 66 

平成 30年度 53 0 0 0 53 

令和元年度 181 0 0 0 181 

計 3,477 20 326 614 2,517 

割合 0.6％ 9.4％ 17.6％ 72.4％ 
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■民間木造住宅耐震改修実績(戸) 

 
耐震改修 

件数 
累計 

平成 14年度   

平成 15年度 7 7 

平成 16年度 19 26 

平成 17年度 38 64 

平成 18年度 58 122 

平成 19年度 27 149 

平成 20年度 23 172 

平成 21年度 23 195 

平成 22年度 41 236 

平成 23年度 74 310 

平成 24年度 45 355 

平成 25年度 36 391 

平成 26年度 24 415 

平成 27年度 14 429 

平成 28年度 16 445 

平成 29年度 34 479 

平成 30年度 10 489 

令和元年度 17 506 

計 506  

 

 

■民間木造住宅段階的耐震改修実績（棟） 

 耐震改修件数（一段目） 耐震改修件数（二段目） 

平成 25年度 0 0 

平成 26年度 0 0 

平成 27年度 1 0 

平成 28年度 2 0 

平成 29年度 1 0 

平成 30年度 1 0 

令和元年度 0 0 

計 5 0 

 

 

 

 

－参考：耐震改修工事費及び工事期間の実績－ 

工事費→平均 約 200万円 

（内 60 万円が補助、ただし、平成 23～28 年度

は内 90万円が補助、平成 29 年度は内 120 万円

が補助、平成 30年度以降は内 100万円が補助） 

工事期間→平均 約５週間 

（平成 15 年度～平成 25 年度の春日井市耐震改

修費補助事業実績より) 
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■民間木造住宅耐震シェルター整備実績（棟） 

 整備件数 累計 

平成 23年度 1 1 

平成 24年度 2 3 

平成 25年度 0 3 

平成 26年度 0 3 

平成 27年度 1 4 

平成 28年度 2 6 

平成 29年度 2 8 

平成 30年度 0 8 

令和元年度 0 0 

計 8  

 

■民間非木造住宅耐震診断実績 

 診断件数（棟） 診断件数（戸） 累計（戸） 

平成 20年度 0 0 0 

平成 21年度 0 0 0 

平成 22年度 0 0 0 

平成 23年度 0 0 0 

平成 24年度 2 25 25 

平成 25年度 3 39 64 

平成 26年度 1 12 76 

平成 27年度 0 0 76 

平成 28年度 1 31 107 

平成 29年度 0 0 107 

平成 30年度 0 0 107 

令和元年度 0 0 107 

計 7 107  

 

■民間木造住宅除却実績（戸） 

 除却件数 累計 

平成 30年度 1 1 

令和元年度 5 6 

計 6  
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■民間木造住宅耐震シェルター整備実績（棟） 

 整備件数 累計 

平成 23年度 1 1 

平成 24年度 2 3 

平成 25年度 0 3 

平成 26年度 0 3 

平成 27年度 1 4 

平成 28年度 2 6 

平成 29年度 2 8 

平成 30年度 0 8 

令和元年度 0 0 

計 8  

 

■民間非木造住宅耐震診断実績 

 診断件数（棟） 診断件数（戸） 累計（戸） 

平成 20年度 0 0 0 

平成 21年度 0 0 0 

平成 22年度 0 0 0 

平成 23年度 0 0 0 

平成 24年度 2 25 25 

平成 25年度 3 39 64 

平成 26年度 1 12 76 

平成 27年度 0 0 76 

平成 28年度 1 31 107 

平成 29年度 0 0 107 

平成 30年度 0 0 107 

令和元年度 0 0 107 

計 7 107  

 

■民間木造住宅除却実績（戸） 

 除却件数 累計 

平成 30年度 1 1 

令和元年度 5 6 

計 6  
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■民間非木造住宅耐震改修実績 

 改修件数（棟） 改修件数（戸） 累計（戸） 

平成 20年度 0 0 0 

平成 21年度 0 0 0 

平成 22年度 0 0 0 

平成 23年度 0 0 0 

平成 24年度 0 0 0 

平成 25年度 0 0 0 

平成 26年度 0 0 0 

平成 27年度 0 0 0 

平成 28年度 0 0 0 

平成 29年度 1 31 31 

平成 30年度 0 0 31 

令和元年度 0 0 31 

計 1 31  

 

■コミュニティ集会施設耐震診断実績（棟） 

 
木造 非木造 

診断件数 累計 診断件数 累計 

平成 24年度 0 0 0 0 

平成 25年度 1 1 0 0 

平成 26年度 1 2 2 2 

平成 27年度 0 2 0 2 

平成 28年度 1 3 0 2 

平成 29年度 0 3 1 3 

平成 30年度 1 4 0 3 

令和元年度 0 4 0 3 

計 4  3  

 

■ブロック塀等撤去費補助実績 

 撤去件数 累計 

平成 30年度 75 75 

令和元年度 39 114 

計 114  

 

 



 

－ 60 

 

６．関係法令 

■建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123号）（抜粋） 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するた

め、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上

を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。  

２ この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修

繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。  

３ この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該

市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。

ただし、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第

一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都

道府県知事とする。  

（国、地方公共団体及び国民の努力義務）  

第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、

当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通又はあっ

せん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  

３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得る

ため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。  

４ 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとす

る。  

 

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等  

（基本方針）  

第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（以下「基

本方針」という。）を定めなければならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項  

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項  

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項  
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６．関係法令 

■建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123号）（抜粋） 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するた

め、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上

を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。  

２ この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修

繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。  

３ この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該

市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。

ただし、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第

一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都

道府県知事とする。  

（国、地方公共団体及び国民の努力義務）  

第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、

当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通又はあっ

せん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  

３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得る

ため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。  

４ 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとす

る。  

 

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等  

（基本方針）  

第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（以下「基

本方針」という。）を定めなければならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項  

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項  

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項  
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四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項  

五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐

震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項  

３ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。  

（都道府県耐震改修促進計画） 

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の

促進を図るための計画（以下「都道府県耐震改修促進計画」という。）を定めるものとする。  

２ 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標  

二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項  

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項  

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する

安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事

項  

五 その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

３ 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を

記載することができる。  

一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要

な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物（地震に対する安全性に係る建築基

準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（以下「耐震関係規定」という。）に適合しない建

築物で同法第三条第二項の規定の適用を受けているものをいう。以下同じ。）であるもの（その地

震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物（以下「耐震不明建築物」という。）

に限る。）について、耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 

当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（相当数の建築物が集合し、

又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路（以下

「建築物集合地域通過道路等」という。）に限る。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多

数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存

耐震不適格建築物（地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数

の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物（第十四条第三号にお

いて「通行障害建築物」という。）であって既存耐震不適格建築物であるものをいう。以下同じ。）

について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認め

られる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障

害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期
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限に関する事項 

三 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等

を除く。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防

止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道

路に関する事項 

四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住

宅法」という。）第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保す

ることができない特定優良賃貸住宅（特定優良賃貸住宅法第六条に規定する特定優良賃貸住宅をい

う。以下同じ。）を活用し、第十九条に規定する計画認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴

い仮住居を必要とする者（特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以

下「特定入居者」という。）に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合 特定優良賃

貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項 

五 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人都市再生機構（以

下「機構」という。）又は地方住宅供給公社（以下「公社」という。）による建築物の耐震診断及

び耐震改修の実施が必要と認められる場合 機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の

実施に関する事項 

４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しようとするときは、

当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者（所有者以外に権原に基づきその建築物を使

用する者があるときは、その者及び所有者）の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第三項第五号に定める事項を記載しようとするときは、

当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社の同意を得なければならない。 

６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、

当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。 

７ 第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する。 

（市町村耐震改修促進計画） 

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進を図るための計画（以下「市町村耐震改修促進計画」という。）を定めるよう努

めるものとする。 

２ 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する

安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事
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限に関する事項 

三 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等

を除く。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防

止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道

路に関する事項 

四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住

宅法」という。）第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保す

ることができない特定優良賃貸住宅（特定優良賃貸住宅法第六条に規定する特定優良賃貸住宅をい

う。以下同じ。）を活用し、第十九条に規定する計画認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴

い仮住居を必要とする者（特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以

下「特定入居者」という。）に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合 特定優良賃

貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項 

五 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人都市再生機構（以

下「機構」という。）又は地方住宅供給公社（以下「公社」という。）による建築物の耐震診断及

び耐震改修の実施が必要と認められる場合 機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の

実施に関する事項 

４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しようとするときは、

当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者（所有者以外に権原に基づきその建築物を使

用する者があるときは、その者及び所有者）の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第三項第五号に定める事項を記載しようとするときは、

当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社の同意を得なければならない。 

６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、

当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。 

７ 第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する。 

（市町村耐震改修促進計画） 

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進を図るための計画（以下「市町村耐震改修促進計画」という。）を定めるよう努

めるものとする。 

２ 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する

安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事
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項 

五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

３ 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記

載することができる。 

一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等

に限る。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防

止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について、耐震診断を行

わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障

害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物

（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等

を除く。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防

止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道

路に関する事項 

４ 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。 
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■建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 
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最終改正平成30年12月21日国土交通省告示第1381号 
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（別添）  

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項  

第一 建築物の耐震診断の指針  

建築物の耐震診断は、当該建築物の構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第

三百三十八号。以下「令」という。）第一条第三号に規定するものをいう。以下同じ。）の配置、形状、

寸法、接合の緊結の度、腐食、腐朽又は摩損の度、材料強度等に関する実地調査、当該建築物の敷地の

状況に関する実地調査等の結果に基づき、次の各号によりそれぞれ地震に対する安全性を評価するもの

とする。この場合において、木造の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造の

構造部分（以下「木造の建築物等」という。）にあっては第一号及び第三号に、木造の構造部分を有し

ない建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造以外の構造部分（第二号において

「鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等」という。）にあっては第二号

及び第三号にそれぞれ適合する場合に、当該建築物は地震に対して安全な構造であると判断できるもの

とする。ただし、国土交通大臣がこの指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によ

って耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。  

一 木造の建築物等については、各階の張り間方向及びけた行方向の構造耐震指標を次のイからハまで

に定めるところによりそれぞれ求め、別表第一により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を

評価した結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断されること。

ただし、この安全性を評価する際には、実地調査等により建築物の部材等の劣化状況を適切に考慮す

るものとする。 

イ 建築物の各階の張り間方向又はけた行方向の構造耐震指標は、次の式により計算すること。 

Ｉｗ＝
ｒ

ｄ

Ｑ

Ｐ
 

 

この式において、Ｉｗ、Ｐｄ及びＱｒは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｉｗ 各階の張り間方向又はけた行方向の構造耐震指標 

Ｐｄ 各階の張り間方向又はけた行方向の耐力（以下「保有耐力」という。）を表すものとして、

各階の当該方向の壁を設け又は筋かいを入れた軸組（以下「壁等」という。）の強さ及び配置

を考慮してロに定めるところにより算出した数値（単位 キロニュートン） 

Ｑｒ 各階の必要保有耐力を表すものとして、各階の床面積、積雪荷重、建築物の形状、地盤の種

類等を考慮してハに定めるところにより算出した数値（単位 キロニュートン） 

ロ イに定める建築物の各階の張り間方向又はけた行方向のＰｄ は、次の式によって得られる数値とす

る。ただし、建築物の各階の保有水平耐力（令第八十二条の四に規定する各階の水平力に対する耐力

をいう。以下同じ。）及び靱性を適切に評価して算出することができる場合においては、当該算出に

よることができるものとする。 

Ｐｄ＝（Ｐｗ＋Ｐｅ）Ｅ 

この式において、Ｐｄ、Ｐｗ、Ｐｅ及びＥは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｐｄ イに定めるＰｄの数値（単位 キロニュートン） 
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（別添）  

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項  

第一 建築物の耐震診断の指針  
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とする。この場合において、木造の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造の

構造部分（以下「木造の建築物等」という。）にあっては第一号及び第三号に、木造の構造部分を有し

ない建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造以外の構造部分（第二号において

「鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等」という。）にあっては第二号

及び第三号にそれぞれ適合する場合に、当該建築物は地震に対して安全な構造であると判断できるもの

とする。ただし、国土交通大臣がこの指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によ

って耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。  
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イ 建築物の各階の張り間方向又はけた行方向の構造耐震指標は、次の式により計算すること。 
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ｒ

ｄ

Ｑ

Ｐ
 

 

この式において、Ｉｗ、Ｐｄ及びＱｒは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｉｗ 各階の張り間方向又はけた行方向の構造耐震指標 

Ｐｄ 各階の張り間方向又はけた行方向の耐力（以下「保有耐力」という。）を表すものとして、

各階の当該方向の壁を設け又は筋かいを入れた軸組（以下「壁等」という。）の強さ及び配置

を考慮してロに定めるところにより算出した数値（単位 キロニュートン） 

Ｑｒ 各階の必要保有耐力を表すものとして、各階の床面積、積雪荷重、建築物の形状、地盤の種

類等を考慮してハに定めるところにより算出した数値（単位 キロニュートン） 

ロ イに定める建築物の各階の張り間方向又はけた行方向のＰｄ は、次の式によって得られる数値とす

る。ただし、建築物の各階の保有水平耐力（令第八十二条の四に規定する各階の水平力に対する耐力

をいう。以下同じ。）及び靱性を適切に評価して算出することができる場合においては、当該算出に

よることができるものとする。 
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Ｐｗ 各階の張り間方向又はけた行方向につき、壁等の強さに基礎の仕様並びに壁等の両側の柱の

頂部及び脚部の接合方法による低減係数を乗じた数値（単位 キロニュートン）。ただし、壁等

の強さは、各階の張り間方向又はけた行方向につき、令第四十六条第四項の表一の軸組の種類

の欄に掲げる区分に応じて倍率の欄に掲げる数値に一・九六を乗じた数値（別表第二の軸組の

種類の欄に掲げる軸組にあっては、それぞれ同表の倍率の欄に掲げる数値とする。）（以下「壁

強さ倍率」という。）に当該軸組の長さ（単位 メートル）を乗じた数値とし、基礎の仕様並び

に壁等の両側の柱の頂部及び脚部の接合方法による低減係数は、最上階及び地階を除く階数が

一の建築物にあっては別表第三－一、地階を除く階数が二の建築物の一階並びに地階を除く階

数が三の建築物の一階及び二階にあっては別表第三－二の壁強さ倍率、基礎の仕様並びに壁等

の両側の柱の頂部及び脚部の接合方法に応じて、これらの表の低減係数の欄に掲げる数値とす

る。 

Ｐｅ 壁等の強さ以外の耐力を表す数値として、ハに定めるＱｒの数値に〇・二五を乗じた数値とす

る（単位 キロニュートン）。ただし、建築物の壁等の部分以外の部分の耐力として、建築物の

保有水平耐力及び靱性に及ぼす影響を適切に評価して算出することができる場合においては、

当該算出によることができるものとする。 

Ｅ 壁等の配置による保有耐力の低減を表す数値として、別表第四の側端部分の壁量充足率、反対

側の側端部分の壁量充足率及び直上階の床の仕様に応じて、同表の低減係数の欄に掲げる数値 

ハ イに定める建築物の各階のＱｒは、次の式によって得られる数値（一階が鉄骨造又は鉄筋コンクリ

ート造で二階又は三階が木造である建築物の木造部分の階のＱｒにあっては、同式によって得られる

数値を一・二倍した数値）とする。ただし、令第八十八条第一項及び第二項の規定により各階の地震

力を算出する場合においては、当該算出によることができるものとする。 

Ｑｒ＝（Ｃｒ＋Ｗｓ）ＡｆＺＣｄＣｇ 

この式において、Ｑｒ、Ａｆ、Ｃｒ、Ｗｓ、Ｚ、Ｃｄ及びＣｇは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｑｒ イに定めるＱｒの数値（単位 キロニュートン） 

Ｃｒ 単位床面積当たりの必要保有耐力として、別表第五の建築物の種類及び階数に応じて、同表

の単位床面積当たりの必要保有耐力の欄に掲げる数値（単位 一平方メートルにつきキロニュー

トン） 

Ｗｓ 令第八十六条第二項ただし書の規定により、特定行政庁が指定する多雪区域内の建築物にあ

っては、同条第三項に規定する垂直積雪量（単位 メートル）に〇・二六を乗じた数値、それ以

外の建築物にあっては零（単位 一平方メートルにつきキロニュートン） 

Ａｆ 当該階の床面積（単位 平方メートル） 

Ｚ 令第八十八条第一項に規定するＺの数値 

Ｃｄ 張り間方向又はけた行方向のいずれか短い方の長さが四メートル未満の建築物であって、地

階を除く階数が二の建築物の一階又は地階を除く階数が三の建築物の一階若しくは二階の場合

には一・一三、その他の場合には一 
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Ｃｇ 令第八十八条第二項ただし書の規定により、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定

する区域内における建築物にあっては一・五、それ以外の建築物にあっては一 

二 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等については、各階の構造耐震

指標を次のイからハまでに、各階の保有水平耐力に係る指標をニに定めるところによりそれぞれ求め、

これらの指標に応じ別表第六により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地

震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断されること。ただし、この安全

性を評価する際には、実地調査等により建築物の部材等の劣化状況を適切に考慮するものとする。 

イ 建築物の各階の構造耐震指標は、次の式により計算すること。 

Ｉｓ＝
１ｅｓ

０

ＺＲＦ

Ｅ
 

この式において、Ｉｓ、Ｅ０、Ｆｅｓ、Ｚ及びＲｔは、それぞれ次の数値を表すものとする。ただし、

Ｆｅｓについては、地震時における建築物の形状が当該建築物の振動の性状に与える影響を適切に評価

して算出することができる場合においては、当該算出によることができる。 

Ｉｓ 各階の構造耐震指標 

Ｅ０ 各階の耐震性能を表すものとして、各階の保有水平耐力及び各階の靱性を考慮してロに定め

るところにより算出した数値 

Ｆｅｓ 令第八十二条の四第二号に規定するＦｅｓの数値 

Ｚ 令第八十八条第一項に規定するＺの数値 

Ｒｔ 令第八十八条第一項に規定するＲｔの数値 

ロ イに定める建築物の各階のＥ０は、次の(1)の式によって得られる数値又は次の(2)の式によって得

られる数値（当該建築物の構造耐力上主要な部分である柱、壁若しくははり又はこれらの接合部が、

せん断破壊等によって構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれがなく、かつ、当該建

築物の特定の部分に生ずる塑性変形が過度に増大しないことが確かめられる場合には、これらの式の

右辺に次の(3)の式により得られる割増係数を乗じることができるものとする。）のいずれか大きな

ものとする。ただし、各階のＥ０は、塑性変形の度が著しく低い柱が存在する場合又は地震力の大部

分を負担する柱、筋かい又は壁以外の一部の柱のみの耐力の低下によって建築物が容易に倒壊し、又

は崩壊するおそれがある場合においては次の(1)の式によって計算するものとするほか、建築物の保

有水平耐力及び靱性を適切に評価して算出することができる場合においては、当該算出によることが

できるものとする。 

(1) Ｅ０＝
ｉ

ｕ

ＷＡ

ＦＱ
 

(2) Ｅ０＝
ｉ

２
３３

２
２２

２
１１

ＷＡ

）Ｆ＋（Ｑ）Ｆ＋（Ｑ）Ｆ（Ｑ
 

(3) α＝
３（ｎ＋１）

２（２ｎ＋１）
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Ｃｇ 令第八十八条第二項ただし書の規定により、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定
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これらの指標に応じ別表第六により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地

震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断されること。ただし、この安全

性を評価する際には、実地調査等により建築物の部材等の劣化状況を適切に考慮するものとする。 

イ 建築物の各階の構造耐震指標は、次の式により計算すること。 

Ｉｓ＝
１ｅｓ

０

ＺＲＦ

Ｅ
 

この式において、Ｉｓ、Ｅ０、Ｆｅｓ、Ｚ及びＲｔは、それぞれ次の数値を表すものとする。ただし、

Ｆｅｓについては、地震時における建築物の形状が当該建築物の振動の性状に与える影響を適切に評価

して算出することができる場合においては、当該算出によることができる。 

Ｉｓ 各階の構造耐震指標 

Ｅ０ 各階の耐震性能を表すものとして、各階の保有水平耐力及び各階の靱性を考慮してロに定め

るところにより算出した数値 

Ｆｅｓ 令第八十二条の四第二号に規定するＦｅｓの数値 

Ｚ 令第八十八条第一項に規定するＺの数値 

Ｒｔ 令第八十八条第一項に規定するＲｔの数値 

ロ イに定める建築物の各階のＥ０は、次の(1)の式によって得られる数値又は次の(2)の式によって得

られる数値（当該建築物の構造耐力上主要な部分である柱、壁若しくははり又はこれらの接合部が、

せん断破壊等によって構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれがなく、かつ、当該建

築物の特定の部分に生ずる塑性変形が過度に増大しないことが確かめられる場合には、これらの式の

右辺に次の(3)の式により得られる割増係数を乗じることができるものとする。）のいずれか大きな

ものとする。ただし、各階のＥ０は、塑性変形の度が著しく低い柱が存在する場合又は地震力の大部

分を負担する柱、筋かい又は壁以外の一部の柱のみの耐力の低下によって建築物が容易に倒壊し、又

は崩壊するおそれがある場合においては次の(1)の式によって計算するものとするほか、建築物の保

有水平耐力及び靱性を適切に評価して算出することができる場合においては、当該算出によることが

できるものとする。 

(1) Ｅ０＝
ｉ

ｕ

ＷＡ

ＦＱ
 

(2) Ｅ０＝
ｉ

２
３３

２
２２

２
１１

ＷＡ

）Ｆ＋（Ｑ）Ｆ＋（Ｑ）Ｆ（Ｑ
 

(3) α＝
３（ｎ＋１）

２（２ｎ＋１）
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(1)から(3)までの式において、Ｅ０、Ｑｕ、Ｆ、Ｗ、Ａｉ、Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３、Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３、α及

びｎは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｅ０ イに定めるＥ０の数値 

Ｑｕ 各階の保有水平耐力 

Ｆ 各階の靱性を表す数値で、柱及びはりの大部分が鉄骨造である階にあっては、当該階に作用す

る地震力の多くを負担する架構の種類に応じた別表第七に掲げるＦｉと、その他の階にあっては、

当該階に作用する地震力の多くを負担する柱又は壁の種類に応じた別表第八に掲げるFi とする。

ただし、当該階の地震力の大部分を負担する柱、筋かい又は壁以外の一部の柱の耐力の低下によ

って建築物が容易に倒壊し、又は崩壊するおそれがある場合においては、柱及びはりの大部分が

鉄骨造である階にあっては、当該柱を含む架構の種類に、その他の階にあっては、当該柱の種類

に応じた数値としなければならない。 

Ｗ 令第八十八条第一項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える部分の固定

荷重と積載荷重との和（多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。） 

Ａｉ 令第八十八条第一項に規定する当該階に係るＡｉの数値 

Ｑ１ ハに定める第一グループに属する架構又はこれを構成する柱若しくは壁（以下「第一グルー

プの架構等」という。）の水平力に対する耐力の合計 

Ｑ２ ハに定める第二グループに属する架構又はこれを構成する柱若しくは壁（以下「第二グルー

プの架構等」という。）の水平力に対する耐力の合計 

Ｑ３ ハに定める第三グループに属する架構又はこれを構成する柱若しくは壁（以下「第三グルー

プの架構等」という。）の水平力に対する耐力の合計 

Ｆ１ 第一グループの架構等の種類に応じた別表第七及び別表第八に掲げる当該架構等のＦｉの最

小値 

Ｆ２ 第二グループの架構等の種類に応じた別表第七及び別表第八に掲げる当該架構等のＦｉの最

小値 

Ｆ３ 第三グループの架構等の種類に応じた別表第七及び別表第八に掲げる当該架構等のＦｉの最

小値 

α 割増係数 

ｎ 建築物の地階を除く階数 

ハ 別表第七及び別表第八に掲げるＦｉの大きさに応じ、架構又はこれを構成する柱若しくは壁（以下

「架構等」という。）を三組に区分する場合において、Ｆｉの最も小さな架構等を含む組を第一グルー

プ、Ｆｉの最も大きな架構等を含む組を第三グループ、その他の組を第二グループとする。 

ニ 建築物の各階の保有水平耐力に係る指標は、次の式により計算すること。  

ｑ＝
ｔｉｔｅｓ

ｕ

ＳＡＷＺＲＦ

Ｑ
 

この式において、ｑ、Ｑｕ、Ｆｅｓ、Ｗ、Ｚ、Ｒｔ、Ａｉ及びＳｔは、それぞれ次の数値を表すものと

する。 
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ｑ 各階の保有水平耐力に係る指標 

Ｑｕ ロに定めるＱｕ数値 

Ｆｅｓ イに定めるＦｅｓの数値 

Ｗ ロに定めるＷの数値 

Ｚ イに定めるＺの数値 

Ｒｔ イに定めるＲｔの数値 

Ａｉ ロに定めるＡｉの数値 

Ｓｔ 建築物の構造方法に応じて定まる数値で、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては

〇・二五、その他の構造方法にあっては〇・三とする。 

三 建築物の敷地については、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 高さが二メートルを超える擁壁を設けた建築物の敷地にあっては、当該擁壁が次の基準に適合する

こと。ただし、当該擁壁の崩壊が、周囲の建築物に被害を与えるおそれがなく、かつ、当該擁壁が崩

壊する場合においても当該敷地内の建築物の基礎が地震時に生じる力を地盤に安全に伝えることが

できることを確かめられる場合は、この限りでない。 

(1) 材料の腐食、腐朽等により、構造耐力上支障となる損傷、変形等が生じていないこと。 

(2) 石造の擁壁にあっては、裏込めにコンクリートを用いること等により、石と石とを充分に結合

したものであること。 

(3) 擁壁の裏面の排水をよくするために水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺に砂利等を詰め

ること等の措置が講じられていること。 

(4) 擁壁が垂直方向に増設されている場合にあっては、当該擁壁全体が地震時に生じる土圧等により

崩壊しないことが構造計算等により確かめられたものであること。 

ロ がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある建築物の敷地にあっては、次のいずれかの基準に適合

すること。 

(1) イ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する擁壁の設置その他安全上適当な措置が講じられてい

ること。 

(2) 当該敷地内の建築物について、がけから安全上支障のない距離が確保されていること等により、

被害を受けるおそれのないことが確かめられること。 

ハ 地震時に液状化するおそれのある地盤の土地である建築物の敷地にあっては、当該地盤の液状化に

より建築物に構造耐力上著しい支障が生じることがないよう適当な地盤の改良等が行われているこ

と。 

 

第二 建築物の耐震改修の指針 

建築物の耐震改修は、耐震診断の結果に基づき、当該建築物及びその敷地が第一に定める地震に対し

て安全な構造となるように、当該建築物の構造耐力上主要な部分及び当該建築物の敷地について、次に

掲げる基準に適合する方法によって行うものとする。 

一 建築物を使用しつつ耐震改修を行う場合にあっては、構造耐力上主要な部分を釣合いよく配置し、
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ｑ 各階の保有水平耐力に係る指標 

Ｑｕ ロに定めるＱｕ数値 

Ｆｅｓ イに定めるＦｅｓの数値 

Ｗ ロに定めるＷの数値 

Ｚ イに定めるＺの数値 

Ｒｔ イに定めるＲｔの数値 

Ａｉ ロに定めるＡｉの数値 

Ｓｔ 建築物の構造方法に応じて定まる数値で、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては

〇・二五、その他の構造方法にあっては〇・三とする。 

三 建築物の敷地については、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 高さが二メートルを超える擁壁を設けた建築物の敷地にあっては、当該擁壁が次の基準に適合する

こと。ただし、当該擁壁の崩壊が、周囲の建築物に被害を与えるおそれがなく、かつ、当該擁壁が崩

壊する場合においても当該敷地内の建築物の基礎が地震時に生じる力を地盤に安全に伝えることが

できることを確かめられる場合は、この限りでない。 

(1) 材料の腐食、腐朽等により、構造耐力上支障となる損傷、変形等が生じていないこと。 

(2) 石造の擁壁にあっては、裏込めにコンクリートを用いること等により、石と石とを充分に結合

したものであること。 

(3) 擁壁の裏面の排水をよくするために水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺に砂利等を詰め

ること等の措置が講じられていること。 

(4) 擁壁が垂直方向に増設されている場合にあっては、当該擁壁全体が地震時に生じる土圧等により

崩壊しないことが構造計算等により確かめられたものであること。 

ロ がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある建築物の敷地にあっては、次のいずれかの基準に適合

すること。 

(1) イ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する擁壁の設置その他安全上適当な措置が講じられてい

ること。 

(2) 当該敷地内の建築物について、がけから安全上支障のない距離が確保されていること等により、

被害を受けるおそれのないことが確かめられること。 

ハ 地震時に液状化するおそれのある地盤の土地である建築物の敷地にあっては、当該地盤の液状化に

より建築物に構造耐力上著しい支障が生じることがないよう適当な地盤の改良等が行われているこ

と。 

 

第二 建築物の耐震改修の指針 

建築物の耐震改修は、耐震診断の結果に基づき、当該建築物及びその敷地が第一に定める地震に対し

て安全な構造となるように、当該建築物の構造耐力上主要な部分及び当該建築物の敷地について、次に

掲げる基準に適合する方法によって行うものとする。 

一 建築物を使用しつつ耐震改修を行う場合にあっては、構造耐力上主要な部分を釣合いよく配置し、
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地震の震動及び衝撃に対して一様に当該建築物の構造耐力が確保されるものとすること。 

二 耐震改修による地盤の沈下又は変形に対して、建築物の基礎を構造耐力上安全なものとすること。 

三 木造の建築物等にあっては、前二号に適合するほか、次の方法によること。 

イ 建築物に作用する地震の震動及び衝撃に耐えるように、軸組を構成する柱及び間柱並びにはり、け

た、土台その他の横架材に合板をくぎで打ち付けること等によって軸組を補強すること。 

ロ 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎそ

の他の金物で緊結し、構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓

打その他の構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結すること。 

ハ 地盤の沈下又は変形に対して、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下

部、土台及び基礎が構造耐力上安全なものとなるように、当該柱の下部若しくは土台を基礎に緊結し、

足固めを使用し、又は基礎を鉄筋コンクリートで補強すること。 

ニ 外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分又は柱、筋かい及び土台のう

ち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、白蟻そ

の他の虫による害を防ぐための措置を講ずること。 

四 鉄骨造の建築物又は鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の部分については、第一号

及び第二号に適合するほか、次の方法によること。 

イ 建築物に作用する地震の震動及び衝撃に耐えるように、筋かいを補強し、又は増設すること。この

場合において、当該筋かいの端部及び接合部が破断しないものとすること。 

ロ 柱若しくははり又はこれらの接合部が、局部座屈、破断等を生ずるおそれのある場合においては、

これらの部分を添板等によって補強すること。 

ハ 柱の脚部の基礎との接合部において、アンカーボルトの破断、基礎の破壊等の生ずるおそれのある

場合においては、当該柱の脚部を鉄筋コンクリート造の基礎に埋め込むこと等によって当該接合部を

補強すること。 

ニ 腐食のおそれのある部分に使用する鋼材には、有効な錆止めを講ずること。 

五 鉄筋コンクリート造等（組積造、補強コンクリートブロック造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び無筋コンクリート造をいう。以下この号において同じ。）の建築物又は鉄筋コンク

リート造等とその他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造等の部分にあっては、第一号及

び第二号に適合するほか、次の方法によること。 

イ 建築物に作用する地震の震動及び衝撃に耐えるように、壁を厚くすること等により補強し、又は壁

若しくは鉄骨造の筋かいを増設すること。 

ロ 柱がせん断破壊等によって急激な耐力の低下を生ずるおそれのある場合には、当該柱に鋼板を巻き

付けることその他の靱性をもたせるための措置を講ずること。 

六 建築物の敷地にあっては、次の方法によること。 

イ 高さが二メートルを超える擁壁を設けた建築物の敷地であって、当該擁壁の崩壊により建築物が被

害を受けるおそれのある場合においては、当該擁壁について、地盤アンカー体、格子状に組み合わせ
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た鉄筋コンクリート造の枠等を用いて補強すること。 

ロ がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある建築物の敷地であって、がけ崩れ等により建築物が被

害を受けるおそれのある場合においては、新たに擁壁を設置すること、イに定める方法により擁壁を

補強すること、がけの下の建築物にあっては土砂の流入を防止するための防護塀を設けることその他

安全上必要な措置を講ずること。 

ハ 地震時に液状化するおそれのある地盤の土地である建築物の敷地であって、当該地盤の液状化によ

り建築物に構造耐力上著しい支障が生じるおそれのある場合においては、締固め等により地盤の改良

を行うこと、当該建築物の基礎の構造を鉄筋コンクリート造のべた基礎とすることその他安全上必要

な措置を講ずること。 

七 前各号に定めるもののほか、建築物が地震に対して安全な構造となるように有効な措置を講ずるこ

と。 

 

別表第一 

構造耐震指標 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 

(一) Ｉｗが〇・七未満の場合 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険 

性が高い。 

(二) Ｉｗが〇・七以上一・〇未満の

場合 

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が

ある。 

(三) Ｉｗ が一・〇以上の場合 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が

低い。 

この表において、Ｉｗは、構造耐震指標を表す数値とする。 

 

別表第二 

 軸組の種類 倍率 

(一) 塗り厚が九センチメートル以上の土塗壁（中塗り土の塗り方が両面

塗りのものに限る。） 

三・九 

(二) 厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又

は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組（筋かいの端

部の接合が平成十二年建設省告示第千四百六十号（以下「告示第千

四百六十号」という。）第一号の規定に適合しないものに限る。） 

一・六 

(三) 厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋か

いを入れた軸組（筋かいの端部の接合が告示第千四百六十号第一号

の規定に適合しないものに限る。） 

一・九 

(四) 厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の

筋かいを入れた軸組（筋かいの端部の接合が告示第千四百六十号第

二・六 
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た鉄筋コンクリート造の枠等を用いて補強すること。 

ロ がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある建築物の敷地であって、がけ崩れ等により建築物が被

害を受けるおそれのある場合においては、新たに擁壁を設置すること、イに定める方法により擁壁を

補強すること、がけの下の建築物にあっては土砂の流入を防止するための防護塀を設けることその他

安全上必要な措置を講ずること。 

ハ 地震時に液状化するおそれのある地盤の土地である建築物の敷地であって、当該地盤の液状化によ

り建築物に構造耐力上著しい支障が生じるおそれのある場合においては、締固め等により地盤の改良

を行うこと、当該建築物の基礎の構造を鉄筋コンクリート造のべた基礎とすることその他安全上必要

な措置を講ずること。 

七 前各号に定めるもののほか、建築物が地震に対して安全な構造となるように有効な措置を講ずるこ

と。 

 

別表第一 

構造耐震指標 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 

(一) Ｉｗが〇・七未満の場合 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険 

性が高い。 

(二) Ｉｗが〇・七以上一・〇未満の

場合 

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が

ある。 

(三) Ｉｗ が一・〇以上の場合 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が

低い。 

この表において、Ｉｗは、構造耐震指標を表す数値とする。 

 

別表第二 

 軸組の種類 倍率 

(一) 塗り厚が九センチメートル以上の土塗壁（中塗り土の塗り方が両面

塗りのものに限る。） 

三・九 

(二) 厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又

は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組（筋かいの端

部の接合が平成十二年建設省告示第千四百六十号（以下「告示第千

四百六十号」という。）第一号の規定に適合しないものに限る。） 

一・六 

(三) 厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋か

いを入れた軸組（筋かいの端部の接合が告示第千四百六十号第一号

の規定に適合しないものに限る。） 

一・九 

(四) 厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の

筋かいを入れた軸組（筋かいの端部の接合が告示第千四百六十号第

二・六 
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一号の規定に適合しないものに限る。） 

(五) 九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組（筋かいの端

部の接合が告示第千四百六十号第一号の規定に適合しないものに限

る。） 

二・九 

(六) 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付け、こ

れにラスシート、ワイヤラス又はメタルラスを止め付けたモルタル

塗りの壁を設けた軸組 

一・六 

(七) 柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材の片面に窯業系

サイディングをくぎ又はねじ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九

二に適合するＧＮＦ四〇、ＧＮＣ四〇その他これらと同等以上の品

質を有するものに限る。）で打ち付けた壁（くぎの間隔が二十セン

チメートル以下のものに限る。）を設けた軸組 

一・七 

(八) 厚さ一・五センチメートル以上で幅四・五センチメートル以上の木

材を五十センチメートル以下の間隔で柱及び間柱並びにはり、けた、

土台その他の横架材にくぎ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二

に適合するＮ五〇又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。）

で打ち付けた胴縁に、窯業系サイディングをくぎ又はねじ（ＪＩＳ 

Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合するＧＮＦ四〇、ＧＮＣ四〇

その他これらと同等以上の品質を有するものに限る。）で打ち付け

た壁（くぎの間隔が二十センチメートル以下のものに限る。）を設

けた軸組 

一・七 

(九) 柱及び間柱の片面にせっこうボード（ＪＩＳ Ａ六九〇一（せっこう

ボード製品）－一九九四に適合するせっこうボードで厚さが十二ミ

リメートル以上のものに限る。以下この表において同じ。）をくぎ

又はねじ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合するＧＮＦ

四〇、一・二ＧＮＣ四〇その他これらと同等以上の品質を有するも

のに限る。）で打ち付けた壁（垂れ壁及び腰壁を除き、くぎの間隔

が二十センチメートル以下のものに限る。）を設けた軸組 

一・二 

(十) 厚さ一・五センチメートル以上で幅四・五センチメートルの木材を

三十一センチメートル以下の間隔で柱及び間柱にくぎ（ＪＩＳ Ａ五

五〇八（くぎ）－一九九二に適合するＮ五〇又はこれと同等以上の

品質を有するものに限る。）で打ち付けた胴縁に、せっこうボード

をくぎ又はねじ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合する

ＧＮＦ四〇、ＧＮＣ四〇その他これらと同等以上の品質を有するも

のに限る。）で打ち付けた壁（垂れ壁及び腰壁を除き、くぎの間隔

一・二 
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が二十センチメートル以下のものに限る。）を設けた軸組 

(十一) 厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用い

て柱及び間柱にくぎ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合

するＮ七五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。）で打

ち付けた受材（くぎの間隔が三十センチメートル以下のものに限

る。）及び間柱、胴つなぎその他これらに類するものに、せっこう

ボードをくぎ又はねじ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適

合するＧＮＦ四〇、ＧＮＣ四〇その他これらと同等以上の品質を有

するものに限る。）で打ち付けた壁（垂れ壁及び腰壁を除き、くぎ

の間隔が二十センチメートル以下のものに限る。）を設けた軸組 

一・三 

(十二) 構造用合板（構造用合板の日本農林規格（昭和五十一年農林水産省

告示第八百九十四号）に規定するもの（屋外に面する壁又は常時湿

潤の状態となるおそれのある壁に用いる場合は特類に限る。）で厚

さが七・五ミリメートル以上のものに限る。）を柱及び間柱にくぎ

（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合するＮ五〇又はこれ

と同等以上の品質を有するものに限る。）で打ち付けた壁（垂れ壁

及び腰壁を除き、くぎの間隔が二十センチメートル以下のものに限

る。）を設けた軸組 

二・五 

(十三) 化粧合板で厚さが五・五ミリメートル以上のものを柱及び間柱にく

ぎ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合するＮ三八又はこ

れと同等以上の品質を有するものに限る。）で打ち付けた壁（垂れ

壁及び腰壁を除き、くぎの間隔が二十センチメートル以下のものに

限る。）を設けた軸組 

一・四 

(十四) 厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用い

て柱及び間柱にくぎ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合

するＮ七五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。）で打

ち付けた受材（くぎの間隔が三十センチメートル以下のものに限

る。）及び間柱、胴つなぎその他これらに類するものに、化粧合板

で厚さが五・五ミリメートル以上のものをくぎ（ＪＩＳ Ａ五五〇八

（くぎ）－一九九二に適合するＮ三八又はこれと同等以上の品質を

有するものに限る。）で打ち付けた壁（垂れ壁及び腰壁を除き、く

ぎの間隔が二十センチメートル以下のものに限る。）を設けた軸組 

一・〇 

(十五) 令第四十六条第四項の表一の(一)から(八)まで又は(一)から(十四)ま

でに掲げる壁又は筋かいを併用した軸組 

併用する軸組の令第

四十六条第四項の表

一の(一)から(八)まで
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が二十センチメートル以下のものに限る。）を設けた軸組 

(十一) 厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用い

て柱及び間柱にくぎ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合

するＮ七五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。）で打

ち付けた受材（くぎの間隔が三十センチメートル以下のものに限

る。）及び間柱、胴つなぎその他これらに類するものに、せっこう

ボードをくぎ又はねじ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適

合するＧＮＦ四〇、ＧＮＣ四〇その他これらと同等以上の品質を有

するものに限る。）で打ち付けた壁（垂れ壁及び腰壁を除き、くぎ

の間隔が二十センチメートル以下のものに限る。）を設けた軸組 

一・三 

(十二) 構造用合板（構造用合板の日本農林規格（昭和五十一年農林水産省

告示第八百九十四号）に規定するもの（屋外に面する壁又は常時湿

潤の状態となるおそれのある壁に用いる場合は特類に限る。）で厚

さが七・五ミリメートル以上のものに限る。）を柱及び間柱にくぎ

（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合するＮ五〇又はこれ

と同等以上の品質を有するものに限る。）で打ち付けた壁（垂れ壁

及び腰壁を除き、くぎの間隔が二十センチメートル以下のものに限

る。）を設けた軸組 

二・五 

(十三) 化粧合板で厚さが五・五ミリメートル以上のものを柱及び間柱にく

ぎ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合するＮ三八又はこ

れと同等以上の品質を有するものに限る。）で打ち付けた壁（垂れ

壁及び腰壁を除き、くぎの間隔が二十センチメートル以下のものに

限る。）を設けた軸組 

一・四 

(十四) 厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用い

て柱及び間柱にくぎ（ＪＩＳ Ａ五五〇八（くぎ）－一九九二に適合

するＮ七五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。）で打

ち付けた受材（くぎの間隔が三十センチメートル以下のものに限

る。）及び間柱、胴つなぎその他これらに類するものに、化粧合板

で厚さが五・五ミリメートル以上のものをくぎ（ＪＩＳ Ａ五五〇八

（くぎ）－一九九二に適合するＮ三八又はこれと同等以上の品質を

有するものに限る。）で打ち付けた壁（垂れ壁及び腰壁を除き、く

ぎの間隔が二十センチメートル以下のものに限る。）を設けた軸組 

一・〇 

(十五) 令第四十六条第四項の表一の(一)から(八)まで又は(一)から(十四)ま

でに掲げる壁又は筋かいを併用した軸組 

併用する軸組の令第

四十六条第四項の表

一の(一)から(八)まで
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の倍率の欄に掲げる

数値に一・九六を乗じ

た数値又は(一)から

(十四)までの倍率の欄

に掲げる数値の和（当

該数値の和が九・八を

超える場合は九・八） 

 

別表第三－一 

壁強さ倍率 基礎の仕様 壁等の両側の柱の頂部及び脚部の接合方法 低減係数 

二・五未満 鉄筋コンクリート造の

べた基礎又は布基礎 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

一・〇 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

一・〇 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・七 

その他の接合方法としたもの 〇・七 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・八五 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・八五 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・七 

その他の接合方法としたもの 〇・七 

その他の基礎 － 〇・七 

二・五以上 

四・〇未満 

鉄筋コンクリート造の

べた基礎又は布基礎 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

一・〇 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

〇・八 
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までに掲げる接合方法としたもの 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・六 

その他の接合方法としたもの 〇・三五 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・七 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・六 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・五 

その他の接合方法としたもの 〇・三五 

その他の基礎 － 〇・三五 

四・〇以上 

六・〇未満 

鉄筋コンクリート造の

べた基礎又は布基礎 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

一・〇 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・六五 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・四五 

その他の接合方法としたもの 〇・二五 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・六 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・四五 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

〇・三五 
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までに掲げる接合方法としたもの 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・六 

その他の接合方法としたもの 〇・三五 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・七 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・六 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・五 

その他の接合方法としたもの 〇・三五 

その他の基礎 － 〇・三五 

四・〇以上 

六・〇未満 

鉄筋コンクリート造の

べた基礎又は布基礎 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

一・〇 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・六五 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・四五 

その他の接合方法としたもの 〇・二五 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・六 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・四五 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

〇・三五 
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軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

その他の接合方法としたもの 〇・二五 

その他の基礎 － 〇・二五 

六・〇以上 鉄筋コンクリート造の

べた基礎又は布基礎 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

一・〇 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・五 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・三五 

その他の接合方法としたもの 〇・二 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・六 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・三五 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・三 

その他の接合方法としたもの 〇・二 

その他の基礎 － 〇・二 

この表において、最上階の壁については、基礎の仕様の欄に掲げる鉄筋コンクリート造のべた基礎又

は布基礎の項の数値を用いるものとする。 

 

別表第三－二 

壁強さ倍率 基礎の仕様 壁等の両側の柱の頂部及び脚部の接合方法 低減係数 

二・五未満 － － 一・〇 

二・五以上 

四・〇未満 

鉄筋コンクリート造の

べた基礎又は布基礎 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

一・〇 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

一・〇 
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告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・八 

その他の接合方法としたもの 〇・八 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・九 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・九 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・八 

その他の接合方法としたもの 〇・八 

その他の基礎 － 〇・八 

四・〇以上 

六・〇未満 

鉄筋コンクリート造の

べた基礎又は布基礎 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

一・〇 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・九 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・七 

その他の接合方法としたもの 〇・七 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・八五 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・八 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・七 
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告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・八 

その他の接合方法としたもの 〇・八 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・九 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・九 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・八 

その他の接合方法としたもの 〇・八 

その他の基礎 － 〇・八 

四・〇以上 

六・〇未満 

鉄筋コンクリート造の

べた基礎又は布基礎 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

一・〇 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・九 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・七 

その他の接合方法としたもの 〇・七 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・八五 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・八 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・七 
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その他の接合方法としたもの 〇・七 

その他の基礎 － 〇・七 

六・〇以上 鉄筋コンクリート造の

べた基礎又は布基礎 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

一・〇 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・八 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・六 

その他の接合方法としたもの 〇・六 

著しいひび割れのある

鉄筋コンクリート造の

べた基礎若しくは布基

礎、無筋コンクリート

造の布基礎又は玉石基

礎（柱脚に足固めを設

けたものに限る。） 

告示第千四百六十号第二号に適合する接合方法

としたもの 

〇・八 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(ろ)から(ぬ)

までに掲げる接合方法としたもの 

〇・七 

告示第千四百六十号第二号に適合しない場合で

あって、告示第千四百六十号表三(い)に掲げる接

合方法としたもの（当該軸組を含む面内にある

軸組のうち、端部の柱が通し柱の場合に限る。） 

〇・六 

その他の接合方法としたもの 〇・六 

その他の基礎 － 〇・六 

この表において、地階を除く階数が三の建築物の二階部分の壁については、基礎の仕様の欄に掲げる

鉄筋コンクリート造のべた基礎又は布基礎の項の数値を用いるものとする。 

 

別表第四 

側端部分の 

壁量充足率 

上欄の側端部分の反対側

の側端部分の壁量充足率 
直上階の床の仕様 低減係数 

〇・三三未満 〇・三三未満 － 一・〇 

〇・三三以上〇・六六未満 横架材に合板を釘打ちしたもの又はこれと

同等以上の性能を有するもの 

〇・七 

火打ち材を設けたもの又はこれと同等以上

の性能を有するもの 

〇・五 

その他の仕様 〇・三 
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〇・六六以上一・〇未満 横架材に合板を釘打ちしたもの又はこれと

同等以上の性能を有するもの 

〇・六 

火打ち材を設けたもの又はこれと同等以上

の性能を有するもの 

〇・四五 

その他の仕様 〇・三 

一・〇以上 横架材に合板を釘打ちしたもの又はこれと

同等以上の性能を有するもの 

〇・六 

火打ち材を設けたもの又はこれと同等以上

の性能を有するもの 

〇・四五 

その他の仕様 〇・三 

〇・三三以上 

〇・六六未満 

〇・三三以上〇・六六未満 － 一・〇 

〇・六六以上一・〇未満 横架材に合板を釘打ちしたもの又はこれと

同等以上の性能を有するもの 

〇・八 

火打ち材を設けたもの又はこれと同等以上

の性能を有するもの 

〇・八 

その他の仕様 〇・七五 

一・〇以上 － 〇・七五 

〇・六六以上 〇・六六以上 － 一・〇 

この表における壁量充足率の算定方法については、平成十二年建設省告示第千三百五十二号第一号及

び第二号の規定を準用する。この場合においては、同告示第一号中「令第四十六条第四項の規定の表

一の数値」とあるのは「令第四十六条第四項の規定の表一の数値に一・九六を乗じたもの又は別表第

二の数値」と、「同項の表二の数値」とあるのは「別表第五の数値」と、それぞれ読み替えるものと

する。 

 

別表第五 

建築物の種類 

単位床面積当たりの必要保有耐力（一平方メートルにつきキロニュー

トン） 

階数が一

の建築物 

階数が二

の建築物

の一階 

階数が二

の建築物

の二階 

階数が三

の建築物

の一階 

階数が三

の建築物

の二階 

階数が三

の建築物

の三階 

(一) 土蔵造の建築物その他

これに類する壁の重量

が特に大きい建築物 

〇・六四 一・四一 〇・七八 二・〇七 一・五九 〇・九一 

(二) (一)に掲げる建築物以

外の建築物で屋根を金

〇・二八 〇・八三 〇・三七 一・三四 〇・九八 〇・四三 
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〇・六六以上一・〇未満 横架材に合板を釘打ちしたもの又はこれと

同等以上の性能を有するもの 

〇・六 

火打ち材を設けたもの又はこれと同等以上

の性能を有するもの 

〇・四五 

その他の仕様 〇・三 

一・〇以上 横架材に合板を釘打ちしたもの又はこれと

同等以上の性能を有するもの 

〇・六 

火打ち材を設けたもの又はこれと同等以上

の性能を有するもの 

〇・四五 

その他の仕様 〇・三 

〇・三三以上 

〇・六六未満 

〇・三三以上〇・六六未満 － 一・〇 

〇・六六以上一・〇未満 横架材に合板を釘打ちしたもの又はこれと

同等以上の性能を有するもの 

〇・八 

火打ち材を設けたもの又はこれと同等以上

の性能を有するもの 

〇・八 

その他の仕様 〇・七五 

一・〇以上 － 〇・七五 

〇・六六以上 〇・六六以上 － 一・〇 

この表における壁量充足率の算定方法については、平成十二年建設省告示第千三百五十二号第一号及

び第二号の規定を準用する。この場合においては、同告示第一号中「令第四十六条第四項の規定の表

一の数値」とあるのは「令第四十六条第四項の規定の表一の数値に一・九六を乗じたもの又は別表第

二の数値」と、「同項の表二の数値」とあるのは「別表第五の数値」と、それぞれ読み替えるものと

する。 

 

別表第五 

建築物の種類 

単位床面積当たりの必要保有耐力（一平方メートルにつきキロニュー

トン） 

階数が一

の建築物 

階数が二

の建築物

の一階 

階数が二

の建築物

の二階 

階数が三

の建築物

の一階 

階数が三

の建築物

の二階 

階数が三

の建築物

の三階 

(一) 土蔵造の建築物その他

これに類する壁の重量

が特に大きい建築物 

〇・六四 一・四一 〇・七八 二・〇七 一・五九 〇・九一 

(二) (一)に掲げる建築物以

外の建築物で屋根を金

〇・二八 〇・八三 〇・三七 一・三四 〇・九八 〇・四三 
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属板、石板、木板その他

これらに類する軽い材

料でふいたもの 

(三)  (一)及び(二)に掲げる建

築物以外の建築物 

〇・四 一・〇六 〇・五三 一・六六 一・二五 〇・六二 

この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。 

 

別表第六 

構造耐震指標及び保有水平耐力に係る指標 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 

(一) Isが〇・三未満の場合又は ｑが〇・

五未満の場合 

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険

性が高い。 

(二) (一)及び(三)以外の場合  地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険

性がある。 

(三) Isが〇・六以上の場合で、かつ、ｑが

一・〇以上の場合 

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険

性が低い。 

この表において、Is及びｑは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Is 各階の構造耐震指標 

ｑ 各階の保有水平耐力に係る指標 

 

別表第七 

架構の種類 鉄骨造の架構のFiの数値 

(一) 柱及びはりの座屈が著しく生じ難く、

かつ、これらの接合部、筋かいの接合

部及び柱の脚部の基礎との接合部（以

下この表において「接合部」という。）

の破断が著しく生じ難いこと等のた

め、塑性変形の度が特に高いもの 

四・〇 

(二) 柱及びはりの座屈が生じ難く、かつ、

接合部の破断が著しく生じ難いこと

等のため、塑性変形の度が高いもの 

三・〇 

(三) 柱及びはりの座屈が生じ難く、かつ、

接合部の破断が生じ難いこと等のた

め、耐力が急激に低下しないもの 

二・五 

(四) 接合部の破断が生じ難いが、柱及びは

りの座屈が生じ易いこと等のため、耐

二・〇 
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力が低下するもの 

(五) 柱及びはりの座屈が生じ易く、かつ、

接合部に塑性変形が著しく生じ易い

こと等のため、耐力が急激に低下する

もの 

一・五 

(六) 接合部又は筋かいの破断が生じ易い

もの又は(一)から(五)までに掲げるも

の以外のもの 

一・〇 

この表において、Fi は、架構の靱性を表す数値とする。 

 

別表第八 

柱又は壁の種類 鉄骨鉄筋コンクリート造の

柱又は壁のFiの数値 

鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンク

リート造の柱又は壁以外の

柱又は壁のFiの数値 

(一) せん断破壊が著しく生じ難いた

め、塑性変形の度が特に高い柱 

三・五 三・二 

(二) せん断破壊が著しく生じ難いはり

に専ら塑性変形が生ずる架構の柱 

三・五 三・〇 

(三) せん断破壊が生じ難いため、塑性

変形の度が高い柱 

二・四 二・二 

(四) せん断破壊が生じ易いはりに専ら

塑性変形が生ずる架構の柱 

二・〇 一・五 

(五) 塑性変形の度は高くないが、せん

断破壊が生じ難い柱 

一・三 一・三 

(六) せん断破壊が生じ易いため、塑性

変形の度が低い柱 

一・三 一・〇 

(七) せん断破壊が著しく生じ易いた

め、耐力が急激に低下する柱 

一・〇 〇・八 

(八) 基礎の浮き上がり等により回転変

形を生ずる壁 

三・五 三・〇 

(九) せん断破壊が著しく生じ難いた

め、塑性変形の度が特に高い壁 

二・五 二・〇 

(十) せん断破壊が生じ易いため、塑性

変形の度が低い壁 

一・三 一・〇 

この表において、Fiは、柱又は壁の靱性を表す数値とする。 
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力が低下するもの 

(五) 柱及びはりの座屈が生じ易く、かつ、

接合部に塑性変形が著しく生じ易い

こと等のため、耐力が急激に低下する

もの 

一・五 

(六) 接合部又は筋かいの破断が生じ易い

もの又は(一)から(五)までに掲げるも

の以外のもの 

一・〇 

この表において、Fi は、架構の靱性を表す数値とする。 

 

別表第八 

柱又は壁の種類 鉄骨鉄筋コンクリート造の

柱又は壁のFiの数値 

鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンク

リート造の柱又は壁以外の

柱又は壁のFiの数値 

(一) せん断破壊が著しく生じ難いた

め、塑性変形の度が特に高い柱 

三・五 三・二 

(二) せん断破壊が著しく生じ難いはり

に専ら塑性変形が生ずる架構の柱 

三・五 三・〇 

(三) せん断破壊が生じ難いため、塑性

変形の度が高い柱 

二・四 二・二 

(四) せん断破壊が生じ易いはりに専ら

塑性変形が生ずる架構の柱 

二・〇 一・五 

(五) 塑性変形の度は高くないが、せん

断破壊が生じ難い柱 

一・三 一・三 

(六) せん断破壊が生じ易いため、塑性

変形の度が低い柱 

一・三 一・〇 

(七) せん断破壊が著しく生じ易いた

め、耐力が急激に低下する柱 

一・〇 〇・八 

(八) 基礎の浮き上がり等により回転変

形を生ずる壁 

三・五 三・〇 

(九) せん断破壊が著しく生じ難いた

め、塑性変形の度が特に高い壁 

二・五 二・〇 

(十) せん断破壊が生じ易いため、塑性

変形の度が低い壁 

一・三 一・〇 

この表において、Fiは、柱又は壁の靱性を表す数値とする。 
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■建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について（技術的助言） 

平成 31年 1月 1日 

国住指第 3107号 

平成 18 年国土交通省告示第 184 号別添（建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項。以下「指針」という。）第１本文ただし書の規定に基づき、指針第１に定める建築

物の耐震診断の指針の一部と同等以上の効力を有する建築物の耐震診断の方法（以下「認定診断法」と

いう。）について、また、マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成 14年法律第 78号）第 102

条に規定する除却の必要性に係る認定及び建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123

号）第 25 条に規定する区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る、耐震性のないことを判断すること

ができる認定診断法について、それぞれ別添１及び別添２のとおり認定したため、通知する。この認定

診断法の運用に当たっては、下記の事項に留意の上、遺憾のないよう取り扱われたい。 

貴職におかれましては、貴管内市町村に対してもこの旨周知方お願いする。 

なお、本通知の発出に伴い、平成 26 年 11 月７日付け国住指第 2850 号「建築物の耐震診断及び耐震

改修に関する技術上の指針に係る認定について（技術的助言）」は、廃止するものとする。 

 

記 

 

１ 「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」（昭和 55

年７月 23日付け文管助第 217号文部省大臣裁定）（別添１の表の（1））について 

「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」（昭和 55

年７月 23 日付け文管助第 217 号文部大臣裁定）は、鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要

な部分について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐震診断の方法

であり、当該耐震診断の方法により計算される各階の構造耐震指標により判断されること。 

 

２ 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」

及び「精密診断法」（時刻歴応答計算による方法を除く。）（別添１の表の（2））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」

及び「精密診断法」（時刻歴応答計算による方法を除く。）は、木造の建築物の構造耐力上主要な部

分について、指針第１第一号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐震診断の方法であ

り、当該耐震診断の方法の診断表により求められる総合評点 1.0以上であり、かつ、土台及び基礎が

構造耐力上安全であることが確かめることにより判断されること。 

 

３ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」（別添１の表の（3））

について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」は、鉄骨造の建築物の

構造耐力上主要な部分について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する

耐震診断の方法であり、当該耐震診断の方法により計算される各階の構造耐震指標により判断される
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こと。 

 

４ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既

存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第１次診断法」により想定する地震動

に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法（別添１の表の（4））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既

存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第１次診断法」は、壁の多い中低層の

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物を対象として、想定する地震動に対して所

要の耐震性を確保していることを確認するための簡便な手法であり、壁の多い中低層の鉄筋コンクリ

ート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物以外の建築物に対しては、第１次診断法により適切に耐

震性を判断することができないこと。 

また、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認できない場合は、これらの

基準に定める第２次診断法その他の耐震診断の方法によりさらに詳細な耐震診断を行うことが必要

であること。 

第１次診断法により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認できない場

合は、認定診断法によって地震に対する安全性を評価したものとは扱わないこと。 

 

５ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既

存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」

（別添１の表の（5））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既

存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」

は、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分について、指

針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐震診断の方法であり、当該耐震診

断の方法により計算される各階の構造耐震指標により判断されること。 

 

６ 一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」（別添１の表の（6））に

ついて 

一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」は、非木造の建築物の構造

耐力上主要な部分について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐震

診断の方法であり、当該耐震診断の方法により計算される各階の構造耐震指標により判断されること。 

 

７ 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」（別添１の表の（7））について 

「屋内運動場等の耐震性能診断基準」は、鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分（冷間成形角形

鋼管を使用したものを除く。）について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力
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こと。 

 

４ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既

存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第１次診断法」により想定する地震動

に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法（別添１の表の（4））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既

存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第１次診断法」は、壁の多い中低層の

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物を対象として、想定する地震動に対して所

要の耐震性を確保していることを確認するための簡便な手法であり、壁の多い中低層の鉄筋コンクリ

ート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物以外の建築物に対しては、第１次診断法により適切に耐

震性を判断することができないこと。 

また、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認できない場合は、これらの

基準に定める第２次診断法その他の耐震診断の方法によりさらに詳細な耐震診断を行うことが必要

であること。 

第１次診断法により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認できない場

合は、認定診断法によって地震に対する安全性を評価したものとは扱わないこと。 

 

５ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既

存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」

（別添１の表の（5））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既

存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」

は、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分について、指

針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐震診断の方法であり、当該耐震診

断の方法により計算される各階の構造耐震指標により判断されること。 

 

６ 一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」（別添１の表の（6））に

ついて 

一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」は、非木造の建築物の構造

耐力上主要な部分について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐震

診断の方法であり、当該耐震診断の方法により計算される各階の構造耐震指標により判断されること。 

 

７ 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」（別添１の表の（7））について 

「屋内運動場等の耐震性能診断基準」は、鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分（冷間成形角形

鋼管を使用したものを除く。）について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力
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を有する耐震診断の方法であり、当該耐震診断の方法により計算される各階の構造耐震指標により判

断されること。 

 

８ 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」（別添１の表の（8））

について 

一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」は、木質系工業化住宅の

構造耐力上主要な部分について、指針第１第一号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する

耐震診断の方法であり、「地盤・基礎の診断」と「上部構造の診断」から構成され、このうち、上部

構造の診断は、「一般診断法」、「精算法」又は「建築基準法施行令に準じる方法」により判断され

ること。 

 

９ 一般社団法人プレハブ建築協会による「鉄鋼系工業化住宅の耐震診断法」（別添１の表の（9））

について 

一般社団法人プレハブ建築協会による「鉄鋼系工業化住宅の耐震診断法」は、工業化住宅性能認定

を受けた鉄鋼系工業化住宅の構造耐力上主要な部分について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方

法と同等以上の効力を有する耐震診断の方法であり、当該耐震診断の方法による計算される各階各方

向の保有する耐力の必要耐力に対する比（充足率）が 1.0以上であることにより判断されること。 

 

10 一般社団法人プレハブ建築協会による「コンクリート系工業化住宅の耐震診断法」（別添１の表の

（9））について 

一般社団法人プレハブ建築協会による「コンクリート系工業化住宅の耐震診断法」は、大型コンク

リートパネル造、リブ付中型コンクリート造及び臥梁付中型コンクリート造の工業化住宅の構造耐力

上主要な部分について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐震診断

の方法であり、当該耐震診断の方法により計算される各階の保有水平耐力と必要保有水平耐力との比

較等により判断されること。 

 

11 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診

断指針」に定める「第１次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していること

を確認する方法（別添１の表の（11））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診

断指針」に定める「第１次診断法」は、中低層壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物及び整

形な耐力壁がある壁式鉄筋コンクリート造の建築物を対象として、想定する地震動に対して所要の耐

震性を確保していることを確認するための簡便な手法であり、中低層壁式プレキャスト鉄筋コンクリ

ート造の建築物及び整形な耐力壁がある壁式鉄筋コンクリート造の建築物以外の建築物に対しては、

当該診断法により適切に耐震性を判断することができないこと。 
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また、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認できない場合は、当該指針

に定める第２次診断法その他の耐震診断の方法によりさらに詳細な耐震診断を行うことが必要であ

ること。 

第１次診断法により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認できない場

合は、認定診断法によって地震に対する安全性を評価したものとは扱わないこと。 

 

12 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診

断指針」に定める「第２次診断法」（別添１の表の（12））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診

断指針」定める「第２次診断法」は、既存中低層壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物の構

造耐力上主要な部分について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐

震診断の方法であり、当該耐震診断の方法により計算される各階の構造耐震指標により判断されるこ

と。 

 

13 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式鉄筋コンクリート造等の建築物の簡易耐震診断

法」（別添１の表の（13））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式鉄筋コンクリート造等の建築物の簡易耐震診断

法」は、壁式鉄筋コンクリート造の建築物及び壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物の構造

耐力上主要な部分について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐震

診断の方法であり、規模・構造、立地・敷地、平面形状、立面形状、コンクリート強度及び経年劣化

に関する要件を全て満たすことにより判断されること。 

当該耐震診断の方法により要件を一つも満たさないことが確認された場合は、地震に対する安全性

の評価ができないため、11 又は 12 に掲げる認定診断法によって地震に対する安全性を評価する必要

があること。 

 

14 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同

解説」に定める耐震診断基準（別添１の表の（14））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同

解説」に定める耐震診断基準は、既存の組積造の塀について、指針第１第三号に掲げる耐震診断の方

法と同等以上の効力を有する耐震診断の方法である。 

 

15 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和 56 年６月１日以降におけるある時点の建築基準法（昭和 25

年法律第 201号）並びにこれに基づく命令及び条例の規定（構造耐力に係る部分（構造計算にあって

は、地震に係る部分に限る。）に限る。）に適合するものであることを確認する方法（別添１の表の

（15）について 
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また、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認できない場合は、当該指針

に定める第２次診断法その他の耐震診断の方法によりさらに詳細な耐震診断を行うことが必要であ

ること。 

第１次診断法により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認できない場

合は、認定診断法によって地震に対する安全性を評価したものとは扱わないこと。 

 

12 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診

断指針」に定める「第２次診断法」（別添１の表の（12））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診

断指針」定める「第２次診断法」は、既存中低層壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物の構

造耐力上主要な部分について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐

震診断の方法であり、当該耐震診断の方法により計算される各階の構造耐震指標により判断されるこ

と。 

 

13 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式鉄筋コンクリート造等の建築物の簡易耐震診断

法」（別添１の表の（13））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式鉄筋コンクリート造等の建築物の簡易耐震診断

法」は、壁式鉄筋コンクリート造の建築物及び壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物の構造

耐力上主要な部分について、指針第１第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐震

診断の方法であり、規模・構造、立地・敷地、平面形状、立面形状、コンクリート強度及び経年劣化

に関する要件を全て満たすことにより判断されること。 

当該耐震診断の方法により要件を一つも満たさないことが確認された場合は、地震に対する安全性

の評価ができないため、11 又は 12 に掲げる認定診断法によって地震に対する安全性を評価する必要

があること。 

 

14 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同

解説」に定める耐震診断基準（別添１の表の（14））について 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同

解説」に定める耐震診断基準は、既存の組積造の塀について、指針第１第三号に掲げる耐震診断の方

法と同等以上の効力を有する耐震診断の方法である。 

 

15 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和 56 年６月１日以降におけるある時点の建築基準法（昭和 25

年法律第 201号）並びにこれに基づく命令及び条例の規定（構造耐力に係る部分（構造計算にあって

は、地震に係る部分に限る。）に限る。）に適合するものであることを確認する方法（別添１の表の

（15）について 
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建築物の構造耐力上主要な部分が昭和 56 年６月１日以降におけるある時点の建築基準法並びにこ

れに基づく命令及び条例の規定（構造耐力に係る部分（構造計算にあっては、地震に係る部分に限る。）

に限る。）に適合するものであることを確認する方法は、建築物の構造耐力上必要な部分について、

指針第１第一号及び第二号に掲げる耐震診断の方法と同等以上の効力を有する耐震診断の方法であ

る。 

当該耐震診断の方法により当該規定に適合することを確認できない場合は、地震に対する安全性の

評価ができないため、指針第１に定める建築物の耐震診断の方法又はその他の認定診断法によって地

震に対する安全性を評価する必要があること。 

 

16 別添１の（4）、（11）、（13）及び（15）の認定診断法については、耐震性がないことを確認す

るためには、その他の診断方法により診断する必要があるため、建築物の耐震改修の促進に関する法

律第 25 条及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律第 102 条の認定においては適用できない

こととした。 
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（別添１） 

国住指第 3105号 

 

認定書 

 

平成 18 年国土交通省告示第 184 号別添（建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項。以下「指針」という。）第１本文ただし書の規定に基づき、下の表の耐震診断の方

法の欄に掲げる建築物の耐震診断の方法を、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123

号）第 25 条及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成 14 年法律第 78 号）第 102 条の認

定において適用する際を除き、同表の対応する指針の規定の欄に掲げる指針の一部と同等以上の効力を

有するものと認める。 

なお、本認定に伴い、平成 26年 11月７日付け国住指第 2847 号による認定は廃止する。 

 

平成 31年１月１日 

国土交通大臣 石井 啓一 

 

表 

耐震診断の方法 対応する指針の規定 

（1） 「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係

法令の運用細目」（昭和 55 年７月 23 日付け文管助第 217 号文部大臣

裁定） 

指針第１第二号 

（2） 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方

法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」（時刻歴応答計算に

よる方法を除く。） 

指針第１第一号 

（3） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断

指針」 

指針第１第二号 

（4） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築

物の耐震診断基準」及び「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震

診断基準」に定める「第１次診断法」により想定する地震動に対して

所要の耐震性を確保していることを確認する方法（想定する地震動に

対して所要の耐震性を確保していることを確認できる場合に限る。） 

指針第１第二号 

（5） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築

物の耐震診断基準」及び「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震

診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」 

指針第１第二号 

（6） 一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」 指針第１第二号 

（7） 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」 指針第１第二号 

（8） 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断

法」 

指針第１第一号 
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（別添１） 

国住指第 3105号 

 

認定書 

 

平成 18 年国土交通省告示第 184 号別添（建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項。以下「指針」という。）第１本文ただし書の規定に基づき、下の表の耐震診断の方

法の欄に掲げる建築物の耐震診断の方法を、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123

号）第 25 条及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成 14 年法律第 78 号）第 102 条の認

定において適用する際を除き、同表の対応する指針の規定の欄に掲げる指針の一部と同等以上の効力を

有するものと認める。 

なお、本認定に伴い、平成 26年 11月７日付け国住指第 2847 号による認定は廃止する。 

 

平成 31年１月１日 

国土交通大臣 石井 啓一 

 

表 

耐震診断の方法 対応する指針の規定 

（1） 「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係

法令の運用細目」（昭和 55 年７月 23 日付け文管助第 217 号文部大臣

裁定） 

指針第１第二号 

（2） 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方

法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」（時刻歴応答計算に

よる方法を除く。） 

指針第１第一号 

（3） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断

指針」 

指針第１第二号 

（4） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築

物の耐震診断基準」及び「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震

診断基準」に定める「第１次診断法」により想定する地震動に対して

所要の耐震性を確保していることを確認する方法（想定する地震動に

対して所要の耐震性を確保していることを確認できる場合に限る。） 

指針第１第二号 

（5） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築

物の耐震診断基準」及び「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震

診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」 

指針第１第二号 

（6） 一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」 指針第１第二号 

（7） 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」 指針第１第二号 

（8） 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断

法」 

指針第１第一号 
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（9） 一般社団法人プレハブ建築協会による「鉄鋼系工業化住宅の耐震診断

法」 

指針第１第二号 

（10） 一般社団法人プレハブ建築協会による「コンクリート系工業化住宅の

耐震診断法」 

指針第１第二号 

（11） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コ

ンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める「第１次診断法」によ

り想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認す

る方法（想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを

確認できる場合に限る。） 

指針第１第二号 

（12） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コ

ンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める「第２次診断法」 

指針第１第二号 

（13） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式鉄筋コンクリート造

等の建築物の簡易耐震診断法」（規模・構造、立地・敷地、平面形状、

立命形状、コンクリート強度及び経年劣化に関する要件を全て満たし

ていることを確認できる場合に限る。） 

指針第１第二号 

（14） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断

基準・耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準 

指針第１第三号 

（15） 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和 56 年６月１日以降におけるあ

る時点の建築基準法（昭和 25年法律第 201号）並びにこれに基づく命

令及び条例の規定（構造耐力に係る部分（構造計算にあっては、地震

に係る部分に限る。）に限る。）に適合するものであることを確認す

る方法（当該規定に適合していることを確認できる場合に限る。） 

指針第１第一号及び 

第二号 
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（別添２） 

国住指第 3106号 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律第102

条の認定に係る認定書 

 

平成 18 年国土交通省告示第 184 号別添（建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項。以下「指針」という。）第１本文ただし書の規定に基づき、下の表の耐震診断の方

法の欄に掲げる建築物の耐震診断の方法を、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123

号）第 25 条及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成 14 年法律第 78 号）第 102 条の認

定において適用する際に同表の対応する指針の規定の欄に掲げる指針の一部と同等以上の効力を有す

るものと認める。 

なお、本認定に伴い、平成 26年 11月７日付け国住指第 2848 号による認定は廃止する。 

 

平成 31年１月１日 

国土交通大臣 石井 啓一 

 

表 

耐震診断の方法 対応する指針の規定 

（1） 「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係

法令の運用細目」（昭和 55 年７月 23 日付け文管助第 217 号文部大臣

裁定） 

指針第１第二号 

（2） 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方

法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」（時刻歴応答計算に

よる方法を除く。） 

指針第１第一号 

（3） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断

指針」 

指針第１第二号 

（4） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築

物の耐震診断基準」及び「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震

診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」 

指針第１第二号 

（5） 一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」 指針第１第二号 

（6） 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」 指針第１第二号 

（7） 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断

法」 

指針第１第一号 

（9） 一般社団法人プレハブ建築協会による「鉄鋼系工業化住宅の耐震診断

法」 

指針第１第二号 

（9） 一般社団法人プレハブ建築協会による「コンクリート系工業化住宅の

耐震診断法」 

指針第１第二号 

（10） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コ

ンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める「第２次診断法」 

指針第１第二号 



 

－ 98 

（別添２） 

国住指第 3106号 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律第102

条の認定に係る認定書 

 

平成 18 年国土交通省告示第 184 号別添（建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項。以下「指針」という。）第１本文ただし書の規定に基づき、下の表の耐震診断の方

法の欄に掲げる建築物の耐震診断の方法を、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123

号）第 25 条及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成 14 年法律第 78 号）第 102 条の認

定において適用する際に同表の対応する指針の規定の欄に掲げる指針の一部と同等以上の効力を有す

るものと認める。 

なお、本認定に伴い、平成 26年 11月７日付け国住指第 2848 号による認定は廃止する。 

 

平成 31年１月１日 

国土交通大臣 石井 啓一 

 

表 

耐震診断の方法 対応する指針の規定 

（1） 「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係

法令の運用細目」（昭和 55 年７月 23 日付け文管助第 217 号文部大臣

裁定） 

指針第１第二号 

（2） 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方

法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」（時刻歴応答計算に

よる方法を除く。） 

指針第１第一号 

（3） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断

指針」 

指針第１第二号 

（4） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築

物の耐震診断基準」及び「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震

診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」 

指針第１第二号 

（5） 一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」 指針第１第二号 

（6） 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」 指針第１第二号 

（7） 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断

法」 

指針第１第一号 

（9） 一般社団法人プレハブ建築協会による「鉄鋼系工業化住宅の耐震診断

法」 

指針第１第二号 

（9） 一般社団法人プレハブ建築協会による「コンクリート系工業化住宅の

耐震診断法」 

指針第１第二号 

（10） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コ

ンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める「第２次診断法」 

指針第１第二号 

 

－ 99 

（11） 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断

基準・耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準 

指針第１第三号 
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■建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）（抜粋） 

（著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令）  

第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造

又は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例

の規定の適用を受けないものに限る。）について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置

すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合において

は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当

該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上

必要な措置をとることを勧告することができる。  

２ 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった

場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧

告に係る措置をとることを命ずることができる。  

３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第三

条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないもの

に限る。）が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当

該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築

物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な

措置をとることを命ずることができる。  

４ 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。  

 

■建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）（抜粋） 

（勧告の対象となる建築物）  

第十四条の二  法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部

分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 

二 事務所その他これに類する用途に供する建築物（法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。）

のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの  
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